
 

 

 

平成３０年度第１回野田市防災会議 

 

 

 

○日 時：平成３０年５月８日（火） 

    午前１０時～ 

○会 場：野田市役所８階大会議室 

       

 

 

 

次  第 
 

 

 

１ 開 会 

 

２ 野田市防災会議会長（市長）挨拶 

 

３ 防災会議委員紹介 

 

４ 議 題 

 野田市地域防災計画の修正素案について 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 

 



○野田市防災会議条例 

昭和 38年 6月 24日 

野田市条例第 13号 

注 平成 24年 7月から改正経過を注記した。 

(目的) 

第 1 条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 16 条第 6 項の規定に基

づき、野田市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的

とする。 

(平 24条例 27・一部改正) 

(所掌事務) 

第 2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 野田市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。 

(2) 野田市水防計画その他水防に関し必要な事項について調査及び審議すること。 

(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

(平 24条例 27・一部改正) 

(会長及び委員) 

第 3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

2 会長は、市長をもって充てる。 

3 会長は、会務を総理する。 

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

5 委員の定数は 36人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

(1) 指定地方行政機関の職員 

(2) 千葉県知事の部内の職員 

(3) 千葉県警察の警察官 

(4) 自主防災組織を構成する者 

(5) 学識経験者 

(6) 市職員 

(7) 教育長 

(8) 消防長及び消防団長 

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 

(10) 公募に応じた市民 

(11) その他市長が必要と認める者 

6 前項第 4 号、第 5 号及び第 9 号から第 11 号までに掲げる委員の任期は、2 年とする。

ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 

7 前項の委員は、再任されることができる。 

(平 24条例 18・平 24条例 27・一部改正) 

(専門委員) 



第 4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、千葉県の職員、市の職員、関係公共機関の職員、

関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

(議事等) 

第 5 条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な

事項は、会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 53年 12月 25日野田市条例第 32号) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(他の条例の一部改正) 

2 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和 26年野田市条例第 16号)の

一部を次のように改正する。 

第 1条中第 40号を第 41号とし、第 39号の次に次の 1号を加える。 

(40) 野田市防災会議の委員 

附 則(昭和 57年 3月 31日野田市条例第 10号) 

この条例は、昭和 57年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成元年 7月 1日野田市条例第 20号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 8年 3月 29日野田市条例第 2号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 8年 4月 1日から施行する。 

(他の条例の廃止) 

2 野田市水防協議会条例(昭和 62年野田市条例第 5号)は、廃止する。 

附 則(平成 12年 3月 31日野田市条例第 1号抄) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 12年 4月 1日から施行する。(後略) 

附 則(平成 24年 7月 13日野田市条例第 18号抄) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 24年 8月 1日から施行する。 

(任期の特例) 

2 この条例の施行に伴い新たに委嘱される野田市防災会議の委員の任期は、第 1条の規定

による改正後の野田市防災会議条例第 3 条第 6 項本文の規定にかかわらず、この条例の施

行の際現に在任する委員(第 1条の規定による改正前の野田市防災会議条例第 3条第 6項本

文に規定する任期の定めのある委員をいう。)の任期満了の日までとする。 

附 則(平成 24年 10月 3日野田市条例第 27号) 

この条例は、公布の日から施行する。 



 

 

野田市防災会議運営要領 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、野田市防災会議条例（昭和 38 年野田市条例第 13 号）第

5 条の規定に基づき、野田市防災会議（以下「会議」という。）の議事及び運

営に関し必要な事項を定める。 

（会 議） 

第２条 会議は会長が召集し、議長となる。 

２ 委員は、防災会議の必要があると認めたときは、会長に会議の招集を求め

ることができる。 

３ 会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ開催することができない。 

（委任による処理） 

第３条 会議の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、会

長において処理することができる。 

２ 前項の規定により処理したときは、会長は次の会議にこれを報告しなけれ

ばならない。 

（意見の聴取） 

第４条 会長は、必要があるときは、委員の属する機関の職員を会議に出席さ

せ、意見を聴くことができる。 

（庶 務） 

第５条 会議の庶務は、野田市市民生活部防災安全課において処理する。 

 

 

   附 則 

この要領は、平成７年４月１４日から施行する。 



修正素案に対する意見【陸上自衛隊需品学校】 

新旧対照表 

Ｐ３２ 

震－７１  

３．自衛隊の受入れ の箇所 

現計画 〈自衛隊の受入れ体制〉 
 

項   目 内           容 

作業計画の作成 省略 

資機材の準備  省略 

交渉窓口 省略 

集結場所 

宿営地 

受入れは、野田市パブリックゴルフ場（けやきコース駐車場）

を予定する。 

ア 本部事務室   イ 宿営地 

ウ 材料置場    エ 炊事場（野外の適切な広さ） 

オ 駐車場（車１台の基準は３ｍ×８ｍ） 

ヘリコプター 

臨時離発着場 

ヘリコプター発着場の基準は次のとおりである。 

OH－6J×１ 約 30ｍ×30ｍ UH－1H×１ 約 36ｍ×36ｍ 

UH－60×１ 約 50ｍ×50ｍ CH－47×１ 約 100ｍ×100ｍ 

修正素案 〈自衛隊の受入れ体制〉 

項   目 内           容 

作業計画の作成 省略 

資機材の準備 省略 

交渉窓口 省略 

集結場所 

宿営地 

受入れは、野田市パブリックゴルフ場（けやきコース駐車場）

及びひばりコースを予定する。 

ア 本部事務室   イ 宿営地 

ウ 材料置場    エ 炊事場（野外の適切な広さ） 

オ 駐車場（車１台の基準は３ｍ×８ｍ） 

ヘリコプター 

臨時離発着場 

ヘリコプター発着場の基準は次のとおりである。 

OH－6J×１ 約 30ｍ×30ｍ  UH－1H×１ 約 36ｍ×36ｍ 

UH－60×１ 約 50ｍ×50ｍ CH－47×１ 約 100ｍ×100ｍ 

修正素案

に対する

意見 

表のヘリコプター臨時離発着場において、以下の通り変更する 

OH－6J×１ → OH－6D×１ 

UH－1H×１ → UH－1J×１ 

意見提出

理由 
ヘリコプターの機種の変更のため 

野田市の

考え方 

ヘリコプターの機種の変更に伴う修正であることから、頂いた意見のとおり

修正し、修正素案の原案としたいと考えております 

 



修正素案に対する意見【千葉県 野田健康福祉センター】 

新旧対照表

Ｐ３６ 

震－８０  

(５)医療救護所の設置 の箇所 

現計画 (３)医療救護所の設置 

災害対策本部は、応急医療救護活動を行うため野田市医師会及び関係医療機

関の協力を得てテント等を設営し医療救護所を設置する。医療救護所の設置は、

あらかじめ定める次の医療救護所から被害の状況等により災害医療救護対策本

部と協議して選定する。 

医療救護班は、医療救護所において、傷病者の緊急度判定(トリアージ)及び

応急措置並びに軽症者に対する医療を行い、必要に応じ後方医療機関への転送

を指示する。 

なお、市に災害救助法が適用され、県医療救護班が派遣された場合は、県災

害医療本部の指示による。 

修正素案 
(５)医療救護所の設置 

災害対策本部は、応急医療救護活動を行うため野田市医師会及び関係医療機

関の協力を得てテント等を設営し医療救護所を設置する。医療救護所の設置は、

あらかじめ定める次の医療救護所から被害の状況等により救護本部と協議して

選定する。 

医療救護班は、医療救護所において、医師の指揮の下で傷病者の緊急度判定

(トリアージ)及び応急措置並びに軽症者に対する医療及び必要に応じ後方医療

機関への転送を指示する。また医師は死亡の確認を行う。 

なお、市に災害救助法が適用され、県医療救護班が派遣された場合は、県災

害医療本部の指示による。 

修正素案に

対する意見 

(５)医療救護所の設置 の以下の文は、削除していただきたい。 

「なお、市に災害救助法が適用され、県医療救護班が派遣された場合には、

県災害医療本部の指示による。」 

意見提出理

由 
記載内容から標記の欄に、不要だと思われる。 

野田市の考

え方 

現計画の震－120 ページ「第３災害救助法による救助の実施機関」にあるよ

うに、市に災害救助法が適用された場合は、知事が救助を行い、市が補助する

ことになり、市は知事の指示により救助を行うことになりますので、二重に記

載する必要はないと考えますので、頂いたご意見のとおり削除し、修正素案の

原案としたいと考えております。 

 



修正素案に対する意見【東日本電信電話株式会社千葉事業部千葉西支店】 

新旧対照表 

Ｐ－４９ 

震－１３９ 

第２ 防災関係機関の活動体制 の箇所の表 

現計画 

  

 

 

東日本電信電話株

式会社 

(１)情報連絡室の設置 

 千葉支店に情報連絡室を設置するほか、管内各営業

支店においても情報連絡室を設置し、情報の収集及び

伝達体制をとる。 

(２)要員の確保 

ア 就労中の職員は、応急対策所定の業務に従事する。 

イ 休日、夜間等においては、非常呼出しを行い、応

急対策業務の実施に必要な要員を確保する。 

 

修正素案 

  

 

 

東日本電信電話株

式会社 

(１)情報連絡室の設置 

 千葉事業部千葉西支店に情報連絡室を設置するほ

か、管内各営業支店においても情報連絡室を設置し、

情報の収集及び伝達体制をとる。 

(２)要員の確保 

ア 就労中の職員は、応急対策所定の業務に従事する。 

イ 休日、夜間等においては、非常呼出しを行い、応

急対策業務の実施に必要な要員を確保する。 

 

修 正 素 案

に 対 す る

意見 

(１)情報連絡室の設置のうち 

「千葉事業部千葉西支店」を「千葉事業部」に変更する。 

意 見 提 出

理由 

「千葉事業部千葉西支店」とあるが、情報連絡室としては、上部組織の「千

葉事業部」管轄組織に設置されるため。 

野 田 市 の

考え方 

東日本電信電話株式会社における情報連絡室は、「千葉事業部千葉西支店」の

上部組織の「千葉事業部」管轄組織に設置されるとのことであるため、修正素

案に対する意見のとおり修正をしたいと考えております。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野田市地域防災計画 
 

新旧対照表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度修正 
 

野田市防災会議 
 



1 

1 

 

修  正  前  修  正  後 
震災編、風水害編、大規模事故編  

   

頁 震災編、風水害編、大規模事故編  

全ページ 
字句を修正するもの 

【共通事項】 

 

（字句修正） 

「り災」 

 

 

 

【共通事項】 

≪罹災証明書等交付要綱制定に伴う文言の整理≫ 

（字句修正） 

「り災」→「罹災」 

 

 

 



2 

2 

修  正  前  修  正  後 
震災編  頁  修 正 理 由 

第１章 総則 

 第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

   

震－３ 

  県地域防災計画見直しに伴うもの 

市、県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、防災上 

重要な施設の管理者、市民等、事業者等は、おおむね次の事務又は業務を処理するものとする。 

 

 

 

 

 

 市、県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、防災上 

重要な施設の管理者、市民等、事業者等は、おおむね次の事務又は業務を処理するものとする。 

 また、各機関は、防災対策の検討等を通じて、お互いに平時から災害時の対応についてコミュニ

ケーションをとっておくこと等により、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努める

とともに、訓練等を通じて、構築した関係を持続的なものにするよう努めるものとする。 

 

 

 



3 

3 

修  正  前  修  正  後 
震災編  頁  修 正 理 由 

第１章 総則 

 第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

  第３ 指定地方行政機関 

震－４～５ 

  県地域防災計画の見直しに伴うもの 

 

第３ 指定地方行政機関 

１．関東管区警察局 (略) 

 

２．関東財務局千葉財務事務所 (略) 

 

３．関東信越厚生局 (略) 

 

４．関東農政局 

(1) 災害予防 

ア ダム、堤防、ひ門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施又は指導に関すること 

イ 農地、農業用施設等を防護するため、防災ダム、ため池、湖岸、堤防、土砂崩壊防止、 

農業用河川工作物、たん水防除、農地侵食防止等の施設の整備に関すること 

(2) 応急対策 

ア 農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関すること 

イ 災害時における種もみ、その他営農資材の確保に関すること 

ウ 災害時における生鮮食料品等の供給に関すること 

エ 災害時における農作物、蚕、家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に関すること 

オ 土地改良機械及び技術者等を把握し、緊急貸出し及び動員に関すること 

(3) 復旧対策 

ア 災害発生後はできる限り速やかに査定をし、農地、農業用施設等について特に必要があ 

る場合の緊急査定の実施に関すること 

イ 災害による被災農林漁業等に対する資金の融通に関すること 

(4) その他 

ア 農業関係被害状況の情報収集及び報告に関すること 

イ 災害時の政府所有米穀の供給に関すること（農林水産省生産局） 

 

５．関東森林管理局 (略) 

 

６．関東経済産業局 (略) 

 

 

  

第３ 指定地方行政機関 

１．関東管区警察局 (略) 

 

２．関東総合通信局 

(1) 非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営に関すること 

(2) 災害対策用無線機及び災害対策用移動電源車の貸し出しに関すること 

(3) 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開局、周波数等の指定変更及び

無線設備の設置場所等の変更を口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施に関する

こと 

(4) 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供に関すること 

 

 

３．関東財務局千葉財務事務所 (略) 

 

４ 関東信越厚生局 (略) 

 

５ 千葉労働局  (略) 

 

６ 関東農政局 

(1) 農業関係、卸売市場及び食品産業事業者等の被害状況の把握に関すること 

(2) 応急用食料・物資の支援に関すること 

(3) 食品の需給・価格動向の調査に関すること 

(4) 飲食料品、油脂、農畜産物等の安定供給対策に関すること 

(5) 飼料、種子等の安定供給対策に関すること 

(6) 病害虫防除及び家畜衛生対策に関すること 

(7) 営農技術指導及び家畜の移動に関すること 

(8) 被害農業者及び消費者の相談窓口に関すること 

(9) 農地・農業用施設及び公共土木施設の災害復旧に関すること 

(10) 被害農業者に対する金融対策に関すること 

 

 

 



4 
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修  正  前  修  正  後 
震災編  頁  修 正 理 由 

第１章 総則 

 第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

  第３ 指定地方行政機関 

震－５～６ 

  県地域防災計画の見直しに伴うもの 

７.関東東北産業保安監督部 (略)  

 

８．関東運輸局 (略) 

 

９．東京管区気象台  

(1) 気象、水象に伴う災害に関する気象資料の提供に関すること 

(2) 異常気象時における予報及び警報等の発令・通報に関すること 

(3) 災害発生時における気象観測資料の提供に関すること 

 

１０．関東地方整備局 (略) 

 

１１．関東総合通信局 (略) 

 

１２．千葉労働局 (略) 

 ７．関東森林管理局 (略) 

 

８．関東経済産業局 (略) 

 

９．関東東北産業保安監督部 (略) 

 

１０．関東地方整備局 (略) 

 

１１．関東運輸局 (略) 

 

１２．関東地方測量部 

(1) 災害時等における地理空間情報の整備・提供に関すること 

(2) 復旧・復興のための公共測量の指導・助言に関すること 

(3) 地殻変動の監視に関すること 

 

１３．東京管区気象台 

(1) 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること 

(2) 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、水象の予報・警報等

の防災情報の発表、伝達及び解説に関すること 

(3) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること 

(4) 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること 

(5) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること 
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修  正  前  修  正  後 

震災編  頁 修 正 理 由 

第１章 総則 

 第４節 想定地震と被害想定 

  第２ 被害想定 

震－１７ 

  土地改良区の解散に伴うもの 

第７ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

１．(略) 

 ２．(略) 

３．(略) 

 ４．(略) 

 ５．(略) 

 ６．(略) 

 ７．(略) 

 ８．(略) 

９．(略) 

 １０．(略) 

 １１．(略) 

 １２．東葛北部、五駄、南部、江川、福田、木野崎の各土地改良区 (略) 

 １３．(略) 

 １４．(略) 

 １５．(略) 

 

 

 

 

 

 

 第７ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

１．(略) 

 ２．(略) 

３．(略) 

 ４．(略) 

 ５．(略) 

 ６．(略) 

 ７．(略) 

 ８．(略) 

９．(略) 

 １０．(略) 

 １１．(略) 

 １２．東葛北部、五駄、南部、江川の各土地改良区 (略) 

 １３．(略) 

 １４．(略) 

 １５．(略) 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第１章 総則 

 第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

   第８ 市民等及び事業所等 

震－１０～１１ 

  市地域防災計画第 2章第 7節第１の１の整合を図るもの 

１. 市民等 

(1) ．(略) 

ア (略) 

イ (略) 

ウ 食料・飲料水等の備蓄（３日分以上） 

エ (略) 

オ (略) 

カ (略) 

キ (略) 

ク (略) 

(2) (略) 

(3) (略) 

 

２．自主防災組織 (略) 

 

３．事業所 

(1) (略) 

(2) (略) 

(3) (略) 

(4) 従業員３日分の食料及び飲料水等の備蓄を行うこと 

 

４．ボランティア団体 (略) 

 １. 市民等 

(1) ．(略) 

ア (略) 

イ (略) 

ウ 食料・飲料水・生活必需品・医薬品・福祉用具等の備蓄（最低３日分以上） 

エ (略) 

オ (略) 

カ (略) 

キ (略) 

ク (略) 

(2). (略) 

(3) (略) 

 

２．自主防災組織 (略) 

 

３．事業所 

(1) (略) 

(2) (略) 

(3) (略) 

(4) 従業員３日分の食料及び飲料水、生活必需品、医薬品等の備蓄を行うこと 

 

４．ボランティア団体 (略)  
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第１章 総則 

 第３節 災害環境 

   第３ 社会環境 

震－１２ 

  人口及び土地利用を時点修正するもの 

1.人口 

本市の人口と世帯数は、平成 29年４月１日現在、154,772人、66,237 世帯である。 

 

2.土地利用 

本市の面積は、103.55㎢であり、土地利用の状況は次のとおりである。 

<土地利用の状況>   （平成 29年 1月 1日現在） 

 面 積（m2） 割合（%） 

田 12,959,010 12.5 

畑 17,755,241 17.2 

宅地 24,253,425 23.4 

池沼 295,502 0.3 

山林 5,903,547 5.7 

原野 129,214 0.1 

雑種地 11,779,920 11.4 

その他 30,474,141 29.4 

 

 

 1.人口 

本市の人口と世帯数は、平成 30年４月１日現在、154,348 人、67,122世帯である。 

 

2.土地利用 

本市の面積は、103.55㎢であり、土地利用の状況は次のとおりである。 

<土地利用の状況>   （平成 30 年 1月 1日現在） 

 面 積（m2） 割合（%） 

田 12,915,313 12.5  

畑 17,449,401 16.9  

宅地 24,383,993 23.5  

池沼 295,653 0.3  

山林 5,799,165 5.6  

原野 122,771 0.1  

雑種地 11,994,874 11.6  

その他 30,588,830 29.5  
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第１章 総則 

 第３節 災害環境 

   第 4 既住災害 

震－１３ 

 県地域防災計画見直しに伴うもの 

１．地震の履歴  

略 

〈千葉県における地震災害の履歴〉 

年 月日 地震名 地震の規模 千葉県の主な被害 

1703 

元禄 16 
12.31 元禄地震 略 略 

1854 

安政 1 
12.23 

安政東海 

地震 
略 略 

1855 

安政 2 
11.11 

安政江戸 

地震 
略 略 

1923 

大正 12 
9.１ 関東地震 略 略 

1960 

昭和 35 
5.23 

チリ地震 

津波 
略 略 

1987 

昭和 62 
12.17 

千葉県東 

方沖地震 

M6.7 震源： 

千葉県東方沖

（日本海溝） 

山武郡、長生郡、市原市を中心に被害。 

死者２人、負傷者 144人、住家全壊 16戸、墳

砂現象多数。 

2005 

平成 17 
4.11 

千葉県北 

東部地震 
略 略 

2005 

平成 17 
7.23 

千葉県北 

西部地震 
略 略 

2011 

平成 23 
3.11 

東北地方 

太平洋沖 

地震 

M9.0  

震源：三陸沖 

（震源の深さ：

24km） 

東京湾岸の埋立地や利根川沿いの低地等にお

いては、地盤の液状化が発生、九十九里地域

に押し寄せた津波は、山武市では海岸線から

３km 近くの陸域にまで到達し、利根川では河

口から 18.8kmまで遡上、浸水面積は九十九里

地域（銚子市～いすみ市）で 23.7km2 に達し

た。死者は 20 名（内、津波による死者 14

名）、行方不明者２名（津波による）、負傷

者 251名。 

2012 

平成 24 
3.14 

千葉県東 

方沖地震 
略 略 

（千葉県地域防災計画を編集） 

 

 

 

 １．地震の履歴 

略 

〈千葉県における地震災害の履歴〉 

年 月日 地震名 地震の規模 千葉県の主な被害 

1703 

元禄 16 
12.31 元禄地震 略 略 

1854 

安政 1 
12.23 

安政東海 

地震 
略 略 

1855 

安政 2 
11.11 

安政江戸 

地震 
略 略 

1923 

大正 12 
9.１ 関東地震 略 略 

1960 

昭和 35 
5.23 

チリ地震 

津波 
略 略 

1987 

昭和 62 
12.17 

千葉県東 

方沖地震 

M6.7 震源： 

千葉県東方沖

（日本海溝） 

山武郡、長生郡、市原市を中心に被害。 

死者２人、負傷者 161人、住家全壊 16戸、

墳砂現象多数。 

2005 

平成 17 
4.11 

千葉県北 

東部地震 
略 略 

2005 

平成 17 
7.23 

千葉県北 

西部地震 
略 略 

2011 

平成 23 
3.11 

東北地方 

太平洋沖 

地震 

M9.0  

震源：三陸沖 

（震源の深さ：

24km） 

東京湾岸の埋立地や利根川沿いの低地等にお

いては、地盤の液状化が発生、九十九里地域

に押し寄せた津波は、山武市では海岸線から

３km近くの陸域にまで到達し、利根川では河

口から 18.8kmまで遡上、浸水面積は九十九

里地域（銚子市～いすみ市）で 23.7km2に達

した。死者は 22名（内、津波による死者 14

名）、行方不明者２名（津波による）、負傷

者 261名。 

2012 

平成 24 
3.14 

千葉県東 

方沖地震 
略 略 

（千葉県地域防災計画を編集） 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第１章 総則 

 第３節 災害環境 

  第 4 既住災害 

震－１４ 

  消防庁報告に伴うもの 

２．東日本大震災の被害 

平成 23年３月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）は、マグニチュード 9.0

の大規模な地震で太平洋側に大きな被害をもたらした。 

この地震により、全国で死者 16,278人、行方不明者 2,994人、負傷者 6,179人、住家被害は、全

壊 129,198棟、半壊 254,238棟、一部破損 715,192棟、千葉県でも死者・行方不明者 22人、負傷

者 251人、住家全壊 798棟、半壊 9,924棟などの被害が発生した（平成 24年３月 31日現在）。 

また、津波に伴う福島第一原子力発電所の事故により周辺地域での広域避難、東北～関東一帯を

中心に放射性物質の降下の影響が発生した。 

本市では、震度５強の揺れを記録し、次の被害が発生した。 

〈東北地方太平洋沖地震での本市の被害〉 

項目 被害の概要 

人的被害 死者１人、軽傷者５人 

火災 １件 

住家被害 全壊１棟、半壊６棟、一部破損 1,931棟 

道路の亀裂、陥没等 96箇所 

利根川・江戸川等の堤防の法

面の崩れ等 

24箇所 

ブロック塀等の損壊 30箇所 
 

 ２．東日本大震災の被害 

平成 23年３月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）は、マグニチュード 9.0の

大規模な地震で太平洋側に大きな被害をもたらした。 

この地震により、全国で死者 19,630 人、行方不明者 2,569 人、負傷者 6,230 人、住家被害は、全壊

121,781 棟、半壊 280,962 棟、一部破損 744,530棟、千葉県でも死者・行方不明者 24 人、負傷者

261人、住家全壊 801棟、半壊 10,152 棟などの被害が発生した（平成 30年３月 1日現在、平成 23

年(2011年)東北地方太平洋沖地震第 157報別紙 出典）。 

また、津波に伴う福島第一原子力発電所の事故により周辺地域での広域避難、東北～関東一帯を中

心に放射性物質の降下の影響が発生した。 

本市では、震度５強の揺れを記録し、次の被害が発生した。 

〈東北地方太平洋沖地震での本市の被害〉 

項目 被害の概要 

人的被害 死者１人、軽傷者５人 

火災 １件 

住家被害 全壊１棟、半壊６棟、一部破損 1,931棟 

道路の亀裂、陥没等 96箇所 

利根川・江戸川等の堤防の法面

の崩れ等 

24箇所 

ブロック塀等の損壊 30箇所 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第１節 防災体制の整備 

   第１ 地域防災力の向上 

震－１９～２１ 

  市地域防災計画第 2章第 7節第１の１の整合を図るもの 

１．市民の役割（自助） 

略 

〈市民の活動〉 

平 

常 

時 

ア 略 

イ 略 

ウ 飲料水、食料、生活必需品等の備蓄（３日分以上） 

エ 略 

オ 略 

カ 略 

キ 略 

 

 

２．事業所の役割（自助） 

 （１） 略 

〈事業所の活動〉 

平 

常 

時 

ア 略 

イ 略 

ウ 略 

エ 略 

オ 略 

カ 帰宅困難時に備えた備蓄（飲料水、食料、生活必需品等） 

キ 略 

 

３．自主防災組織（共助） 略 

 

４．市の防災組織（公助） 

 （１）略 

 （２）略 

（３）業務継続計画（震災編）の作成 

総務部は、大規模地震等が発生した場合において、迅速かつ的確な応急対策を講じつつ、

市役所の機能を維持し行政サービスを提供するため業務継続計画（震災編）の作成を検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．市民の役割（自助） 

略 

〈市民の活動〉 

平 

常 

時 

ア 略 

イ 略 

ウ 飲料水、食料、生活必需品、医薬品、福祉用具等の備蓄（最低３日分以上） 

エ 略 

オ 略 

カ 略 

キ 略 

 

 

２．事業所の役割（自助） 

 （１） 略 

〈事業所の活動〉 

平 

常 

時 

ア 略 

イ 略 

ウ 略 

エ 略 

オ 略 

カ 帰宅困難時に備えた備蓄（飲料水、食料、生活必需品、医薬品等） 

キ 略 

 

３．自主防災組織（共助） 略 

 

４．市の防災組織（公助） 

 （１）略 

 （２）略 

（３）業務継続計画（震災編）の実施の推進及び検討 

総務部は、大規模地震等が発生した場合において、迅速かつ的確な応急対策を講じつつ、市役

所の機能を維持し行政サービスを提供するため業務継続計画（震災編）の実施を推進し、検討の

上、必要がある場合は修正する。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第１節 防災体制の整備 

   第２ 情報連絡体制の整備 

震－２２ 

  組織変更に伴うもの 

１．（略） 

２．（略） 

３．非常通信体制の整備強化 

県、市及び防災関係機関は、災害時に自己の所有する無線通信施設又は一般加入電話等が使用で

きないとき又は使用が困難になった場合に対処するため、電波法第 52条の規定に基づく非常通

信の活用を図るものとし、千葉県地区非常通信協議会の活動を通じて、非常通信体制の整備拡充

に努める。 

４．（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．（略） 

２．（略） 

３．非常通信体制の整備強化 

県、市及び防災関係機関は、災害時に自己の所有する無線通信施設又は一般加入電話等が使用で

きないとき又は使用が困難になった場合に対処するため、電波法第 52条の規定に基づく非常通信

の活用を図るものとし、関東地方非常通信協議会の活動を通じて、非常通信体制の整備拡充に努

める。 

４．（略） 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第３節 地震災害予防対策 

   第１ 土砂災害の防止 

震－２７ 

  土砂災害防止法の改正に伴うもの 

１．土砂災害区域の公表 略 

 

２．土砂災害警戒区域等の指定と警戒避難体制の整備 

(1)  略 

(2) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．土砂災害区域の公表 略 

 

２．土砂災害警戒区域等の指定と警戒避難体制の整備、要配慮者利用施設における避難支援体制 

(1)  略 

(2) 略 

(3)  要配慮者利用施設における避難支援体制 

   土砂災害警戒区域等内に要配慮者利用施設で土砂災害のおそれがあるときに利用者の円滑か

つ迅速な避難の確保が必要な施設の名称及び所在地について定める。名称及び所在地を定めた

施設については、当該施設の所有者又は管理者に対し、土砂災害に関する情報、予報及び警

報、避難勧告等の情報の伝達を定めるとともに、当該区域内における要配慮者に対する避難支

援体制の確立に努める。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第４節 火災の防止 

   第２ 初期消火 

震－３１ 

  住宅用防災機器の名称変更に伴うもの 

1.消防用施設の適正化  

(略) 

２．消火器等の普及 

 (略) 

３．住宅用火災報知器等の普及促進 

住宅用火災報知器の住宅への設置促進、防炎製品の活用の啓発を図る。 

さらに、復電時における通電火災を防止するため、関係機関と連携し、通電火災防止対策を推進

する。 

４．一般家庭に対する指導 

 (略) 

 1.消防用施設の適正化  

(略) 

２．消火器等の普及 

 (略) 

３．住宅用火災警報器等の普及促進 

住宅用火災警報器の住宅への設置促進、防炎製品の活用の啓発を図る。 

さらに、復電時における通電火災を防止するため、関係機関と連携し、通電火災防止対策を推進す

る。 

４．一般家庭に対する指導 

 (略) 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第６節 防災施設の整備 

   第１ 指定緊急避難場所の整備 

震－３７ 

  野田市避難所運営マニュアル制定に伴うもの 

１. 指定緊急避難場所の指定及び解除 

現在、指定緊急避難場所として、学校や公園等が指定されている。 

市民生活部は、今後、人口分布や指定緊急避難場所周辺の防災環境の変化や公共施設の設置に応

じて新たな指定緊急避難場所の指定、選定済みの指定緊急避難場所の解除を行う。 

また、指定緊急避難場所に指定した建物（指定避難所）での生活が困難な避難行動要支援者等に

対応するため、福祉避難所を指定する。 

 

２. 指定避難所の整備 

市民生活部は、指定緊急避難場所に指定した建物（指定避難所）については、「災害時におけ

る避難所運営の手引き」（平成 21 年 10 月 千葉県）により、次のような設備の整備に努め 

る。 

(1) (略) 

(2) (略) 

(3) 医療救護所、通信機器等施設・設備の整備に努める。 

(4) (略) 

(5) (略) 

(6) (略) 

(7) 指定避難所の効率的な管理のために、県が策定した「災害時における避難所運営の手引き」

を参考に避難所運営マニュアルを策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １. 指定緊急避難場所の指定及び解除 

現在、指定緊急避難場所として、学校や公園等が指定されている。 

市民生活部は、今後、人口分布や指定緊急避難場所周辺の防災環境の変化や公共施設の設置状況等

に応じて新たな指定緊急避難場所の指定、選定済みの指定緊急避難場所の解除を行う。 

また、指定緊急避難場所に指定した建物（指定避難所）での生活が困難な避難行動要支援者等に対

応するため、福祉避難所を指定する。 

 

２. 指定避難所の整備 

市民生活部は、指定緊急避難場所に指定した建物（指定避難所）については、「災害時におけ

る避難所運営の手引き」（平成 21 年 10 月 千葉県）により、次のような設備の整備に努め 

る。 

(1) (略) 

(2) (略) 

(3) 通信機器等施設・設備の整備に努める。 

(4) (略) 

(5) (略) 

(6) (略) 

(7) 指定避難所の効率的な管理のために、野田市避難所運営マニュアルを周知し、適切な避難所

運営を図り、必要に応じて適宜見直す。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第６節 防災施設の整備 

   第２ 避難路の整備 

震－３８ 

  日本工業規格の災害種別図記号の追加に伴うもの 

土木部、都市部は、指定緊急避難場所へ安全に避難できるよう、避難路の安全性の点検及び避難

誘導標識の設置等、整備に努める。また、歩道や火災延焼防止効果のある街路樹等の整備も推進す

る。 

 土木部、都市部は、指定緊急避難場所へ安全に避難できるよう、避難路の安全性の点検及び避難誘

導標識の設置等、整備に努める。なお、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、

日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用し、どの災害の種別に対応した避難場所であるか

を明示するよう努める。 

また、歩道や火災延焼防止効果のある街路樹等の整備を推進する。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第６節 防災施設の整備 

   第３ ヘリコプター臨時離発着場の整備 

震－３８ 

  医療救護所の設置に伴うもの 

市民生活部は、物資や傷病者の搬送のために、ヘリコプター臨時離発着場の指定及び見直しを図

る。 

特に、使用の際に混乱が予想される指定避難所の臨時離発着場については、避難市民の安全性等

を考慮し指定緊急避難場所と臨時離発着場の区別等所要の措置を講じる。 

 

 市民生活部は、物資や傷病者の搬送のために、ヘリコプター臨時離発着場の指定及び見直しを図

る。 

特に、使用の際に混乱が予想される医療救護所及び指定避難所の臨時離発着場については、避難市

民の安全性等を考慮し指定緊急避難場所と臨時離発着場の区別等所要の措置を講じる。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第７節 応急対策の環境整備 

   第１ 備蓄・物流対策 

震－４０ 

  中央防災センター廃止に伴うもの 

１. 家庭や事業所等における備蓄の促進 

(略) 

 

２. 行政備蓄の整備 

(1)  (略) 

(2)  (略) 

(3) 県との情報の共有 

県は、市町村の備蓄を補完及び災害応急活動を円滑に実施するため、中央防災センターほか県

下 13 箇所及び県内 10 市町村に分散して物資等を備蓄している。 

市民生活部は、千葉県防災情報システムの中の「物資管理情報システム」により備蓄情報を共

有化し、県の備蓄等の活用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １. 家庭や事業所等における備蓄の促進 

 (略) 

 

２. 行政備蓄の整備 

(1)  (略) 

(2)  (略) 

(3)  県との情報の共有 

県は、市町村の備蓄を補完及び災害応急活動を円滑に実施するため、千葉県西部防災センターを含

め、県下 13 箇所及び県内 10 市町村に分散して物資等を備蓄している。 

市民生活部は、千葉県防災情報システムの中の「物資管理情報システム」により備蓄情報を共有化

し、県の備蓄等の活用を図る。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第７節 応急対策の環境整備の整備 

  第２ 救急・救護・保健衛生体制の整備 

震－４０、４１ 

  災害医療救護活動の修正に伴うもの 

１. 市民等の救護能力の向上 

(略) 

２. 応急医療体制の整備 

(1) 応急救護体制の整備 

保健福祉部は、野田市医師会等との協議により医療救護所の設置場所を定める。 

(2) 協力体制の構築 

保健福祉部は、野田市医師会、野田健康福祉センター、日本赤十字社千葉県支部及び救震災編 

災害予防計画 第７節 応急対策の環境整備急病院等医療機関との相互協力体制を確立する。ま

た、保健福祉部は、医師会等と協議し応急医療活動を効果的に行うために必要な「災害時医療救

護活動マニュアル」を策定する。 

(3) 医薬品等の確保 

保健福祉部は、災害時の応急医療救護活動において必要な医薬品について医療救護所を設置す

る医療機関に備蓄するほか、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会等関係団体と協力し医薬品及

び医療資器材の確保・供給体制の整備に努める。また、県が千葉県医薬品卸協同組合等と締結し

た災害協定に基づき、市内の医薬品等が不足した場合等に円滑に供給されるように、県への要請

や市内の受入れ体制等の整備に努める。 

市民生活部は、医療救護所を設置する医療機関に、医療救護所の設置に必要なテント、発電機

及び防災用 MCA 無線機を整備するとともに、備蓄倉庫に毛布等を備蓄する。 

３. 保健衛生体制の整備 

健康福祉センターは、平常時から市と連携し、指定避難所等における予防活動や心のケア等の

チーム編成等の体制の整備に努める。 

 １．市民等の救護能力の向上 

(略) 

２．応急医療体制の整備 

(1)応急救護体制の整備 

保健福祉部は、野田市医師会等と連携し応急体制に必要となる医療救護所や後方医療機関を確保

する。また、野田市医師会等との協議により医療救護所の設置場所を定める。 

(2)協力体制の構築 

保健福祉部は、野田市医師会、野田健康福祉センター等の関係機関と応急医療体制の整備や訓練

等の協議を行う場を設け、応急医療体制の充実・強化を図る。 

日本赤十字社千葉県支部及び救急病院等医療機関との相互協力体制を確立する。また、保健福祉

部は、医師会等と協議し応急医療活動を効果的に行うために必要な「災害時医療救護活動マニュア

ル」を策定する。 

(3)医薬品等の確保 

保健福祉部は、災害時の応急医療救護活動において必要な医薬品について医療救護所を設置する

医療機関に備蓄するほか、野田市医師会、野田市歯科医師会、野田市薬剤師会等関係団体と協力し

医薬品及び医療資器材の確保・供給体制の整備に努める。また、県が千葉県医薬品卸協同組合等と

締結した災害協定に基づき、市内の医薬品等が不足した場合等に円滑に供給されるように、県への

要請や市内の受入れ体制等の整備に努める。 

市民生活部は、医療救護所を設置する医療機関に、医療救護所の設置に必要なテント、発電機及

び防災用ＭＣＡ無線機を整備するとともに、備蓄倉庫に毛布等を備蓄する。 

(4)参集体制等の整備 

保健福祉部は、医療救護所における応急処置や負傷者のトリアージ等の医療救護活動を行う医療

救護班の編成を行うため、野田市医師会、野田市歯科医師会、千葉県柔道整復師会野田・流山支部

と協議し参集方法等の初動医療体制の確立を図る。 

また、野田市医師会、野田市歯科医師会、千葉県柔道整復師会野田・流山支部は、災害時に備え

た緊急連絡網の整備を行う。 

(5)災害医療コーディネーター 

市長は、野田市医師会から災害医療に精通した者の推薦を受け、災害医療コーディネーターを委

嘱する。 

（災害医療コーディネーターの主な業務） 

(ア) 平時 

○保健福祉部長に災害医療体制の整備、災害医療に関する訓練に関し助言を行う。 

(イ) 災害時 

○救護本部において救護本部長に助言及び調整を行う。 

○野田市医師会、野田市歯科医師会、野田市薬剤師会、千葉県柔道整復師野田・流山支部

等の救護活動団体に指示及び調整を行う。 

(6)調剤業務の事業継続の推進 

薬剤師会は、災害による被害を最小限に留める対策を図り、発災後は速やかに調剤業務の再開

が行えるよう会員の業務継続計画の策定を推進する。 

３．保健衛生体制の整備 

野田健康福祉センターは、平時から保健福祉部と連携して、避難所等における感染症等の予防

活動や心のケア等のチーム編成等の体制の整備に努める。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第７節 応急対策の環境整備 

   第５ ボランティア受入れのための環境整備 

震－４２ 

  県地域防災計画見直しに伴うもの 

１．受入れ体制等の整備 

保健福祉部は、災害時のボランティアの受入れや活動の調整及び運営が円滑に行われるよう野田

市社会福祉協議会等の関係団体と協議して、災害ボランティアセンターの設置場所、必要な資機材

の確保、運営方法等の受入れ体制を整備する。 

 

 1.受入れ体制等の整備 

保健福祉部は、災害時のボランティアの受入れや活動の調整及び運営が円滑に行われるよう野

田市社会福祉協議会等の関係団体と協議して、災害ボランティアセンターの設置場所、必要な資

機材の確保、運営方法等の受入れ体制を整備する。 

また、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等のボランティア

団体等と、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握し、

連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアを行っている者の生活環境

について配慮するものとする。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第７節 応急対策の環境整備 

   第６ 広域応援体制の整備 

震－４２ 

  千葉県大規模災害時における応援受入計画に基づくもの 

１. 広域応援協定の締結 

市民生活部は、大規模な災害を想定して、遠隔地の市町村と相互応援協定の締結を図る。 

２. 受入れ体制の整備 

市民生活部は、災害時に消防や自治体の応援を受け入れるための、集結地の選定や対応方法 

など受入れ体制を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．広域応援協定の締結 

市民生活部は、大規模な災害を想定して、遠隔地の市町と相互応援協定の締結を図る。 

また、災害の想定等により、必要に応じて近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣

の市町村に設けるよう検討する。 

２．受入れ体制の整備 

市民生活部は、災害時に消防や自治体の応援を受け入れるための、集結地の選定や対応方法など受

入れ体制を検討する。 

市民生活部は、災害の想定等に応じて、円滑に救援部隊や他の地方公共団体及び防災関係機関か

らの応援を受けることができるように、受援先の指定、受援に関する連絡・要請の手順、災害対策

本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の

集積・輸送体制等について必要な準備を整えた受援計画を定めるよう努めるものとする。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第８節 避難行動要支援者の安全確保対策 

  第２ 避難行動要支援者への対策 

震－４６ 

  県地域防災計画見直しに伴うもの及び福祉避難所の確保・運営ガイドラインの制定に伴うもの 

１．避難行動要支援者名簿の作成 

(1) 略 

(2) 略 

(3) 略 

(4) 略 

２．避難支援等関係者となる者 

 (略) 

３. 情報の漏えいを防止するための措置 

 (略) 

４. 避難行動要支援者が円滑に避難を行うための措置 

 (略) 

５. 避難支援等関係者の安全確保 

 (略) 

６. 避難行動要支援者の個別計画の作成 

(略) 

７．防災設備等の整備 

 (略) 

８．福祉避難所の指定 

避難行動要支援者に特別な配慮をするための福祉避難所を指定し、「災害時における避難所運

営の手引き」（平成 21 年 10 月 千葉県）を参考とし、避難生活に必要な資機材等の避難施設等

への配備及び避難行動要支援者や女性に十分配慮した構造・設備及び運営の確保に努める。 

(1) トイレ、車椅子、簡易ベッド等の障がい者・高齢者用備品 

(2) 児童遊具、粉ミルク、ほ乳びん等の乳児用備品及び授乳に配慮するための設備 

<福祉避難所の条件：特別支援学校、障がい者施設、老人福祉施設等> 

障がい者施設については、既存の障がい者施設等と協議を行い、福祉避難所に準じる避難の 

拠点として活用する。__ 

 １．避難行動要支援者名簿の作成 

(1) 略 

(2) 略 

(3) 略 

(4) 略 

(5) 名簿の管理 

市は庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の

適切な管理に努めるものとする。 

 

２．避難支援等関係者となる者 

 (略) 

３. 情報の漏えいを防止するための措置 

 (略) 

４. 避難行動要支援者が円滑に避難を行うための措置 

 (略) 

５. 避難支援等関係者の安全確保 

 (略) 

６. 避難行動要支援者の個別計画の作成 

(略) 

７．防災設備等の整備 

保健福祉部、消防本部は、一人暮らしの方、寝たきりの高齢者、障がい者等の安全を確保する

ため、緊急通報装置、自動消火装置及び火災警報器等の設置の推進に努める。 

８．福祉避難所の指定 

避難行動要支援者に特別な配慮をするための福祉避難所を指定し、「福祉避難所の確保・運営

ガイドライン」（平成 28年 4月 内閣府）及び「災害時における避難所運営の手引き」（平成

21年 10月 千葉県）を参考とし、避難生活に必要な資機材等の避難施設等への配備及び避難行

動要支援者や女性に十分配慮した構造・設備及び運営の確保に努める。なお、指定避難所内の福

祉避難スペースの確保に努める。 

(1) トイレ、車椅子、簡易ベッド等の障がい者・高齢者用備品 

(2) 児童遊具、粉ミルク、ほ乳びん等の乳児用備品及び授乳に配慮するための設備 

<福祉避難所の条件：特別支援学校、障がい者施設、老人福祉施設等> 

障がい者施設については、既存の障がい者施設等と協議を行い、福祉避難所に準じる避難の拠

点として活用する。 
 

ア 建物自体の安全性が確保されていること 

イ バリアフリー化され、施設内の避難行動要支援者の安全性及び利便性が確保されること                    

ウ 避難行動要支援者の特性を踏まえ必要な空間が確保されること 

ア 建物自体の安全性が確保されていること 

イ バリアフリー化され、施設内の避難行動要支援者の安全性及び利便性が確保されること 

ウ 避難行動要支援者の特性を踏まえ必要な空間が確保されること 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第９節 帰宅困難者対策 

  第１ 一斉帰宅の抑制 

震－４８ 

  備蓄品の追加及び安否確認手段の変更に伴うもの 

１．基本原則の周知・徹底 

市民生活部は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知徹底を行う。 

また、企業、学校等に対し、従業員、教職員・児童生徒等を一定期間収容するための食料・飲料

水及び生活必需品の備蓄や家族を含めた安否確認等の体制整備や、各種訓練を実施するように要請

する。 

２．安否確認手段の普及・啓発 

市民生活部は、災害用伝言ダイヤル 171、災害用伝言板、災害用ブロードバンド伝言板、ツイッ

ター・フェイスブック等の SNS、一般電話に頼らない安否確認手段について、平常時から体験する

ことで、発災時に利用してもらえるよう広報・啓発を行う。 

また、企業や学校など関係機関における家族等との安否確認手段のルール化を促進する。 

３．(略) 

 

 

 １．基本原則の周知・徹底 

市民生活部は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知徹底を行う。 

また、企業、学校等に対し、従業員、教職員・児童生徒等を一定期間収容するための食料・飲料水

及び生活必需品、医薬品等の備蓄や家族を含めた安否確認等の体制整備や、各種訓練を実施するよう

に要請する。 

２．安否確認手段の普及・啓発 

市民生活部は、災害用伝言ダイヤル 171、災害用伝言版ｗｅｂ171、災害用伝言板、災害用ブロー

ドバンド伝言板、ツイッター・フェイスブック等の SNS、一般電話に頼らない安否確認手段につい

て、平常時から体験することで、発災時に利用してもらえるよう広報・啓発を行う。 

また、企業や学校など関係機関における家族等との安否確認手段のルール化を促進する。 

３．(略) 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第１節 応急活動体制 

第１ 市の防災体制の確立 

震－４９ 

  県防災計画修正に伴い市防災体制を見直しするもの 

 １．防災体制 

本市の防災体制は、次のとおりである。 

 

配備体制 配備基準 配備人員 

 

警
戒
配
備
体
制 

災
害
対
策
本
部
設
置
前 

第１

配備 

(1) 市内で震度４の地震を観測したとき（自

動配備） 

(2) その他の状況により市長が必要と認めた

とき 

・防災安全課職員 

・班長（課長）以上及

び班長が指定する必要

な職員 

第２

配備 

(1) 市内で震度５弱の地震を観測したとき

（自動配備） 

(2) 東海地震注意情報が発表されたとき 

(3) その他の状況により市長が必要と認めた

とき 

・防災安全課職員 

・係長相当職以上の職

員及び班長（課長）が

指定する必要な職員 

 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１ 市の防災体制の確立 

 １．防災体制 

本市の防災体制は、次のとおりである。 

 

 

 (略) 

 

 

 

配備体制 配備基準 配備人員 

警
戒
配
備
体
制 

災
害
対
策
本
部
設
置
前 

第１配

備 

(1) 市内で震度４の地震を観測し、市長が

必要と認めたとき 

・防災安全課職員 

（※） 

第２配

備 

(1) 市内で震度５弱の地震を観測したとき

（自動配備） 

(2) 東海地震注意情報が発表されたとき 

(3) その他の状況により市長が必要と認め

たとき 

・防災安全課職員 

・係長相当職以上の職員

及び班長（課長）が指定

する必要な職員 

※配備の特例措置 

１ 配備体制を強化する必要があると市長が認めた場合は、より上位の配備計画を指示する

ことができる 

２ 各部局の基準と判断で必要な対応業務を実施する。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第１節 応急活動体制 

第３ 災害対策本部の体制 

震－５１ 

  市災害対策本部見直しに伴うもの 

１. 災害対策本部の設置 

(略) 

２. 災害対策本部の運営 

(1) (略) 

(2) (略) 

(3) (略) 

(4) (略) 

(5) (略 

 

 １. 災害対策本部の設置 

(略) 

２. 災害対策本部の運営 

(1) (略) 

(2) (略) 

(3) (略) 

(4) (略) 

(5) (略) 

(6) 災害対策本部オペレーション室の設置 

本部長は応急対策に必要な情報の収集及び分析並びに関係機関との調整を行い、応急対策の処

理を行う本部オペレーション室を設置する。 

なお、本部オペレーション室には、統括班、分析班、情報班、本部連絡員を置き、必要に応じ

て関係機関の連絡調整員（リエゾン）を置く 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第１節 応急活動体制 

〈災害対策本部 組織図〉 

震－５３ 

  市機構改革の見直しに伴うもの 

■対策班 

 

環境衛生班 

【環境部長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清掃計画課、清掃第一課、

清掃第二課、環境保全課 

 ■対策班 

 

環境衛生班 

【環境部長】 

 

 

 

清掃計画課、清掃第一課、

環境保全課 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第１節 応急活動体制 

〈災害対策本部 所掌事務〉 

震－５４ 

  災害対策本部の見直しに伴うもの 

■特命班（各部からの応援要員で構成） 

班名 
統括責

任者 
責任者 事務分掌 

情報班 

市民生

活部長 

指名による 
・災害情報の収集及び整理並びに各部への提供に関

すること。 

電話対応班 指名による 

・市民等からの電話問合せ及び連絡受付けに関する

こと（コールセンター）。 

・電話等の設置及び運営に関すること。 

渉外調整班 指名による 

・防災関係機関及び自治体等外部との連絡調整に関

すること。 

・各班との調整に関すること。 

本部連絡員班 指名による ・本部事務局と各班との連絡調整に関すること。 

給水協力班 指名による ・給水班の応援に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■特命班（各部からの応援要員で構成） 
 

班名 
統括責

任者 
責任者 事務分掌 

情報班 

市民生

活部長 

指名による 
・災害情報の収集及び整理並びに分類に関するこ

と。 

分析班 指名による 
・災害情報の緊急度を分析し、対策要員部班への

指示の割振りに関すること 

電話対応班 氏名による 

・市民等からの電話問合せ及び連絡受付けに関す

ること（コールセンター）。 

・電話等の設置及び運営に関すること。 

渉外調整班 指名による 

・防災関係機関及び自治体等外部との連絡調整に

関すること。 

・各班との調整に関すること。 

本部連絡員班 指名による ・本部事務局と各班との連絡調整に関すること。 

給水協力班 指名による ・給水班の応援に関すること。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第１節 応急活動体制 

〈災害対策本部所掌事務〉 

震－５６、５７ 

  災害対策本部の見直しに伴うもの 

■各対策班 

班名 統括責任者 責任者 事務分掌 

環境衛生班 環境部長 

清掃計画課長 

・災害廃棄物収集及び処理に関すること。 

・し尿の収集に関すること。 

・仮設トイレ設置及び管理に関すること。 

清掃第一課長 

◎災害廃棄物収集及び処理に関すること。 

・し尿の収集に関すること。 

・仮設トイレ設置及び管理に関すること。 

清掃第二課長 
◎し尿の収集に関すること。 

・仮設トイレ設置及び管理に関すること 

環境保全課長 

◎仮設トイレ設置及び管理に関すること。 

・放射性物質等のモニタリングに関すること。 

・ペットの保護に関すること。 

 

 

住宅班 
都市部長 

総務部長 

都市計画課長 

◎被災宅地の危険度判定に関すること 

◎被災建築物の応急危険度判定に関すること 

◎住宅の応急修理に関すること。 

◎住宅関係の障害物の除去に関すること。 

・仮設住宅の設置及び管理に関すること。 

・住宅被害認定調査に関すること。 

営繕課長 

・住宅の応急修理に関すること 

・住宅関係の障害物の除去に関すること。 

◎仮設住宅の設置及び管理に関すること。 

◎仮設住宅の入居者選定に関すること。 

 

 

 

 

保健救護班 保健福祉部

長 

保健センタ

ー長 

・応急医療救護及び助産に関すること。 

・医療資器材及び医薬品の確保に関すること。 

・被災者の健康管理に関すること。 

・防疫に関すること。 

 

 

 

 

 ■各対策班 

班名 統括責任者 責任者 事務分掌 

環境衛生班 環境部長 

清掃計画課長 

・災害廃棄物収集及び処理に関すること。 

・し尿の収集に関すること。 

・仮設トイレ設置及び管理に関すること。 

・防疫（消毒）に関すること。 

清掃第一課長 

◎災害廃棄物収集及び処理に関すること。 

・し尿の収集に関すること。 

・仮設トイレ設置及び管理に関すること。 

環境保全課長 

◎仮設トイレ設置及び管理に関すること。 

・放射性物質等のモニタリングに関すること。 

・ペットの保護に関すること。 

◎防疫（消毒）に関すること 

 

 

住宅班 
都市部長 

総務部長 

都市計画課長 

◎被災宅地の危険度判定に関すること。 

◎被災宅地の応急危険度判定に関すること。 

・住宅の応急修理に関すること。 

・住宅関係の障害物の除去に関すること。 

・仮設住宅の設置及び管理に関するこ。 

・住宅被害認定調査に関すること。 

営繕課長 

◎住宅の応急修理に関すること 

◎住宅関係の障害物の除去に関すること。 

◎仮設住宅の設置及び管理に関すること。 

◎仮設住宅の入居者選定に関すること。 

・被災建築物の応急危険度判定に関すること。 

 

 

保健救護班 保健福祉部

長 

保健センタ

ー長 

・応急医療救護及び助産に関すること。 

・医療資器材及び医薬品の確保に関すること。 

・被災者の健康管理に関すること。 

・防疫（保健衛生）に関すること 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第２節 情報の収集・伝達 

第１ 情報連絡体制の確立 

震－６０ 

  災害協定締結による災害時用公衆電話の追加に伴うもの 

１．通信体制 

 (略) 

 

２．市の通信体制 

総括班は、通信連絡を迅速かつ的確に実施するため、通信混乱の防止に努めるとともに、次

の通信手段を用いて通信を行う。 

（１）電話 

ア 災害時優先電話 

あらかじめ、災害時優先電話として登録されている電話を活用し連絡を行う。 

イ 非常通話・緊急通話 

加入電話による通話が困難な場合は、直接、「102番」をダイヤルし交換手に非常通

話・緊急通話の申込みを行う。 

ウ 臨時電話 

臨時電話が設置できる状況にあっては、指定避難所等に臨時電話の設置を東日本電信

電話株式会社に要請し通信を確保する。 

（２） (略) 

（３） (略) 

（４） (略) 

（５） (略) 

 

３．災害時における放送及び緊急警報放送の要請 
 (略) 

 

４．通信施設が使用不能となった場合の措置 

（１） (略) 

 （２） (略) 

 １．通信体制 

(略) 

 

２．市の通信体制 

総括班は、通信連絡を迅速かつ的確に実施するため、通信混乱の防止に努めるとともに、次の

通信手段を用いて通信を行う。 

（１）電話 

ア 災害時優先電話 

あらかじめ、災害時優先電話として登録されている電話を活用し連絡を行う。 

イ 非常通話・緊急通話 

加入電話による通話が困難な場合は、直接、「102番」をダイヤルし交換手に非常通

話・緊急通話の申込みを行う。 

ウ 災害時用公衆電話 

指定避難所等の災害時用公衆電話を活用し、通信を確保する。 

（２） (略) 

（３） (略) 

（４） (略) 

（５） (略) 

 

３．災害時における放送及び緊急警報放送の要請 
 (略) 

 

４．通信施設が使用不能となった場合の措置 

（１） (略) 

 （２） (略) 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第２節 情報の収集・伝達 

第２ 地震情報等の収集・伝達 

震－６１ 

  県防災計画見直し伴い修正を行うもの 

１．地震情報の収集 

 (略) 

〈地震情報の種類〉 

種   類 内      容 

震度速報 
地震発生から約１分半後、震度３以上を観測した地域名（全国を 188地域に

区分）と地震の発現時刻を発表。 

震源・震度に

関する情報 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度３以上の地域

名と市村名を発表。震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していな

い地点がある場合は、その市町村名を発表。津波予報の発表状況や津波の心

配がない場合の解説もこの中で発表する。 

各地の震度に

関する情報 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられるが、震度を入手していない地点がある場合は、そ

の地点名を発表。 

その他の情報 
顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度１以上を

観測した地震回数情報等を発表。 

推計震度 

分布図 

観測した各地の震度データをもとに、１km四方ごとに推計した震度（震度４

以上）を図情報として発表。 

 

２．地震情報の伝達 

 (略) 

 １．地震情報の収集 

 (略) 

〈地震情報の種類〉 

種   類 内      容 

震度速報 
地震発生から約１分半後、震度３以上を観測した地域名（全国を 188地域に区

分）と地震の発現時刻を発表。 

震源・震度に

関する情報 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度３以上の地域名

と市村名を発表。震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地

点がある場合は、その市町村名を発表。津波予報の発表状況や津波の心配がな

い場合の解説もこの中で発表する。 

各地の震度に

関する情報 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられるが、震度を入手していない地点がある場合は、その

地点名を発表。 

※地震が多数発生した場合には、震度３以上の地震についてのみ発表し、震度

２以下の地震については、その発生回数を「地震情報（地震回数に関する情

報）」で発表する。 

その他の情報 
顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度１以上を観

測した地震回数情報等を発表。 

推計震度 

分布図 

震度５弱以上の地震を観測したときに発表する。 

観測した各地の震度データをもとに、１km四方ごとに推計した震度（震度４以

上）を図情報として発表。 

 

２．地震情報の伝達 

 (略) 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第２節 情報の収集・伝達 

  第３ 被害情報の収集・報告 

震－６３ 

  県防災計画見直し伴い修正を行うもの 

１．異常現象等の通報 

 (略) 

(1)  (略) 

(2)  (略) 

(3)  (略) 

 

２．災害直後の被害情報の収集 

 (略) 

(1)  (略) 

(2) （略） 

(3)  (略) 

 

３．被害調査 

 (略) 

 

４．災害報告 

総括班は、震度４以上を記録した場合、災害の状況及びこれらに対しとられた措置の概要を

県に報告する。震度５強以上を記録した地震にあっては「火災・災害等即報要領」により被害

の有無を問わず、第１報について県と併せて総務省消防庁に報告する。 

消火・救助班は、同時多発の火災等により消防機関への通報が殺到したときはその旨を、ま

た震度６弱以上の地震の場合は 119番件数についても、その概数を総務省消防庁及び県に報告

する。 

 

５．県への報告 

（1）報告先・手段 

災害報告は、総括班がとりまとめ、千葉県防災情報システム及び電話・ＦＡＸ又は千葉

県防災行政無線により県災害対策本部事務局に報告する。 

被害情報等の収集報告活動に関する具体的運用は、「千葉県被害情報等報告要領」（平

成８年４月 千葉県）による。 

 （2） (略) 

  (3)  (略) 

 １．異常現象等の通報 

 (略) 

(1)  (略) 

(2)  (略) 

(3)  (略) 

 

２．災害直後の被害情報の収集 

 (略) 

(1)  (略) 

(2) （略） 

(3)  (略) 

 

３．被害調査 

 (略) 

 

４．災害報告 

総括班は、震度５弱以上を記録した場合、災害の状況及びこれらに対しとられた措置の概要を

県に報告する。震度５強以上を記録した地震にあっては「火災・災害等即報要領」により被害の

有無を問わず、第１報について県と併せて総務省消防庁に報告する。 

消火・救助班は、大規模な災害により消防機関への通報が殺到したときはその通知件数を、ま

た震度６弱以上の地震の場合は 119番件数についても、その概数を総務省消防庁及び県に報告す

る。 

 

５．県への報告 

（1）報告先・手段 

災害報告は、総括班がとりまとめ、千葉県防災情報システム及び電話・ＦＡＸ又は千葉県

防災行政無線により県災害対策本部事務局に報告する。 

被害情報等の収集報告活動に関する具体的運用は、「千葉県危機管理情報共有要綱」によ

る。 

（2） (略) 

  (3)  (略) 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第２節 情報の収集・伝達 

  第３ 被害情報の収集・報告 

震－６３～６６ 

  県防災計画見直し伴い修正を行うもの 

 

(4)被害情報等の収集報告系統 

被害情報等の収集報告の流れは、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) (略) 

 (県への報告一覧) 

  

６．被災者台帳の作成 (略) 

７．安否情報の提供 (略) 

  

(4)被害情報等の収集報告系統 

被害情報等の収集報告の流れは、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) (略) 

 （県への報告一覧）…削除 

 

６．被災者台帳の作成 (略) 

７．安否情報の提供 (略) 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第４節 災害派遣・応援要請 

  第１ 自衛隊の災害派遣 

震－７１ 

  市消防計画の変更に伴い追加するもの 

  ヘリコプターの機種の変更に伴うもの 

１．災害派遣・撤収要請 

 (1) (略) 

 (2) (略) 

 (3) (略) 

 

２．自衛隊の自主派遣 

 (略) 

 

３．自衛隊の受入れ 

 (略) 

〈自衛隊の受入れ体制〉 

項   目 内           容 

作業計画の作成 

ア 作業箇所及び作業内容 

イ 作業箇所別必要人員及び必要機材 

ウ 作業箇所別優先順位 

エ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

オ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

資機材の準備 
必要な機械、器具、材料、消耗品等の確保に努め、諸作業に関係のある管理者

の了解を速やかに取れるよう事前に配慮する。 

交渉窓口 
ア 総括班に連絡窓口を一本化する。 

イ 自衛隊からの本部連絡員の派遣を要請する。 

集結場所 

宿営地 

受入れは、野田市パブリックゴルフ場（けやきコース駐車場）を予定す

る。 

ア 本部事務室      イ 宿営地 

ウ 材料置場       エ 炊事場（野外の適切な広さ） 

オ 駐車場（車１台の基準は３ｍ×８ｍ） 

ヘリコプター 

臨時離発着場 

ヘリコプター発着場の基準は次のとおりである。 

OH－6J×１ 約 30ｍ×30ｍ    UH－1H×１ 約 36ｍ×36ｍ 

UH－60×１ 約 50ｍ×50ｍ    CH－47×１ 約 100ｍ×100ｍ 

 

４．経費の負担区分 

 （略） 

 １．災害派遣・撤収要請 

 (1) (略) 

 (2) (略) 

 (3) (略) 

 

２．自衛隊の自主派遣 

 (略) 

 

３．自衛隊の受入れ 

 (略) 

〈自衛隊の受入れ体制〉 

項   目 内           容 

作業計画の作成 

ア 作業箇所及び作業内容 

イ 作業箇所別必要人員及び必要機材 

ウ 作業箇所別優先順位 

エ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

オ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

資機材の準備 
必要な機械、器具、材料、消耗品等の確保に努め、諸作業に関係のある管理者の

了解を速やかに取れるよう事前に配慮する。 

交渉窓口 
ア 総括班に連絡窓口を一本化する。 

イ 自衛隊からの本部連絡員の派遣を要請する。 

集結場所 

宿営地 

受入れは、野田市パブリックゴルフ場（けやきコース及びひばりコース駐車

場）を予定する。 

ア 本部事務室      イ 宿営地 

ウ 材料置場       エ 炊事場（野外の適切な広さ） 

オ 駐車場（車１台の基準は３ｍ×８ｍ） 

ヘリコプター 

臨時離発着場 

ヘリコプター離発着場の基準は次のとおりである。 

OH－6D×１ 約 30ｍ×30ｍ    UH－1J×１ 約 36ｍ×36ｍ 

UH－60×１ 約 50ｍ×50ｍ    CH－47×１ 約 100ｍ×100ｍ 

 

４．経費の負担区分 

 (略) 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第４節 災害派遣・応援要請 

  第２ 県・市町村等への要請 

震－７２ 

  機関名変更に伴い修正するもの 

１．県への要請 

本部長は、災害が発生し、応急措置を実施するため必要があると認める場合、知事に対し、

応援の要求及び応急措置の実施の要請を行う。 

  

（県への応援要請手続き） 

 

２．(略) 

 

３．(略) 

要請先 県防災危機管理部防災危機管理課 

連絡方法 文書（緊急の場合は電話、千葉県防災行政無線で行い、事後文書送付） 

応援の要求 

ア 災害の状況 

イ 応援を必要とする理由 

ウ 応援を希望する物資等の品名、数量 

エ 応援を必要とする場所・活動内容 

オ その他必要な事項 

災害対策基本法第 68条 

 １．県への要請 

本部長は、災害が発生し、応急措置を実施するため必要があると認める場合、知事に対し、応

援の要求及び応急措置の実施の要請を行う。 

 

（県への応援要請手続き） 

 

２．(略) 

 

３．(略) 

要請先 県防災危機管理部危機管理課 

連絡方法 文書（緊急の場合は電話、千葉県防災行政無線で行い、事後文書送付） 

応援の要求 

ア 災害の状況 

イ 応援を必要とする理由 

ウ 応援を希望する物資等の品名、数量 

エ 応援を必要とする場所・活動内容 

オ その他必要な事項 

災害対策基本法第 68条 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第４節 災害派遣・応援要請 

  第３ 消防の広域応援要請 

震－７３ 

  市消防計画の変更に伴い追加するもの 

１．広域消防応援体制 

本部長又は消防長は、災害が発生した場合、「千葉県広域消防相互応援協定」（平成４年４

月 千葉県）及び「千葉県消防広域応援基本計画」（平成８年５月 千葉県）により広域応援

統括消防機関を通じて県内消防機関に応援を要請する。 

また、要請した消防力では対応できない場合は、県知事を通じて消防庁長官へ緊急消防援助

隊の出動を要請する。 

なお、消防隊の受入れは野田市総合公園駐車場とする。 

 

２．ヘリコプターの派遣要請 

本部長及び消防長は、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援・千葉県事前計画」

（昭和 62年３月 千葉県）及び「千葉県広域消防相互応援協定書に基づく航空特別応援実施

要綱」（平成４年４月 千葉県）に基づき、ヘリコプターの派遣を要請する。 

 

 １．広域消防応援体制 

本部長又は消防長は、災害が発生した場合、「千葉県広域消防相互応援協定」（平成４年４月 

千葉県）及び「千葉県消防広域応援基本計画」（平成８年５月 千葉県）により広域応援統括消

防機関を通じて県内消防機関に応援を要請する。 

また、要請した消防力では対応できない場合は、県知事を通じて消防庁長官へ緊急消防援助隊

の出動を要請する。 

なお、消防隊の受入れは野田市総合公園自由大広場及び野田市スポーツ公園前浦イベント広場

とする。 

 

２．ヘリコプターの派遣要請 

本部長及び消防長は、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」（昭和 6１年

５月 千葉県）及び「千葉県広域消防相互応援協定書に基づく航空特別応援実施要綱」（平成４

年４月 千葉県）に基づき、ヘリコプターの派遣を要請する。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第６節 医療救護・防疫活動 

  第１ 応急医療救護 

震－８０ 

  災害医療救護活動の修正に伴うもの 

災害により、通常受けられる医療が受けられなくなった市民等に対して、地域における診療機

能が一定程度回復するまでの間、医療救護所の設置や野田市医師会により編成する医療救護班

（以下「医療救護班」という。）等により診療等を行う。 

 

１．初動医療体制の整備 

(１)医療救護班の編成 

災害対策本部は、災害時において多数の傷病者が発生したとき又は医療機関の被害等に

よりその機能停止や対応ができなくなったとき、野田市医師会に対して野田市医師会災害

医療救護対策本部（以下「災害医療救護対策本部」という。）の設置、医療救護班の編成

及び出動を要請する。 

また、必要に応じて野田市歯科医師会長、日本赤十字社千葉県支部野田市地区長に医療

救護班への派遣を要請する。 

野田市医師会長は自ら必要と認めたときは、災害対策本部長の要請を待たずに、災害医

療救護対策本部を設置、医療救護班の編成及び出動を行い、傷病者の医療救護活動に当た

る。 

(２)災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動要請 

市では医療救護活動が困難な場合は、県に対して県が組織する医療救護班の派遣、災害

派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動を要請する。 

 

 災害により、通常受けられる医療が受けられなくなった市民等に対して、地域における診療機能

が一定程度回復するまでの間、医療救護所の設置や野田市医師会、野田市歯科医師会、千葉県柔道

整復師会野田・流山支部等により編成する医療救護班（以下「医療救護班」という。）等により診

療等を行う。 

 

１．初動医療体制の整備 

(１)救護本部の設置 

災害対策本部が設置された場合、速やかに保健福祉部長を本部長とし、救護本部を設置す

る。 

救護本部は災害対策本部内に設置し、本部長、災害医療コーディネーター及び本部員で構成

し、野田健康福祉センターの職員を連絡調整員として置く。 

（救護本部の活動内容） 

① 医療救護活動方針の決定 

② 災害時の医療救護活動の総合調整に関すること 

③ 医療機関等の被害状況及び医療ニーズ等の収集、分析に関すること。 

④ 災害対策本部オペレーション室への報告及び支援要請に関すること。 

⑤ 患者の搬送及び受入れの調整等に関すること。 

⑥ 医療救護所の設置及びスタッフの調整に関すること。 

⑦ 医療機関及び医療救護所への支援に関すること。 

⑧ ＤＭＡＴ等の受入れに関すること。 

⑨ 関係機関等との連絡調整に関すること。 

⑩ その他救護本部長が必要と認める医療救護に関すること。 

 

(２)医療救護班の編成 

救護本部は、医療救護所を設置する場合、野田市医師会、野田市歯科医師会及び千葉県柔

道整復師野田・流山支部から派遣される医師、歯科医師、看護師、柔道整復師等による医療

救護班を編成して医療救護活動を実施する。 

医療救護班は、災害対策本部が設置された場合、救護本部長の指示により参集する。ただ

し、市域において 6弱以上の震度が観測された場合は、救護本部長の指示を待たずに、予め

指定された医療救護所に参集し、医療救護活動を行う。 

 

(３)災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の出動要請 

救護本部長は、医療救護活動が困難な場合、災害対策本部長に支援要請を行う。災害対策本

部長は、県医療救護班、日本赤十字社及びＪＭＡＴ等の派遣並びに災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）の出動を要請する。 

 

(４)市外医療救護班、医療ボランティア等の受入れ 

救護本部長は、県の調整により受け入れた市外の医療救護班や医療ボランティアについて、

その活動の指揮と調整を行う。 

 



36 

36 

修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第６節 医療救護・防疫活動 

  第１ 応急医療救護 

震－８０，８１ 

  災害医療救護活動の修正に伴うもの 

 

(３)医療救護所の設置 

災害対策本部は、応急医療救護活動を行うため野田市医師会及び関係医療機関の協力を

得てテント等を設営し医療救護所を設置する。医療救護所の設置は、あらかじめ定める次

の医療救護所から被害の状況等により災害医療救護対策本部と協議して選定する。 

医療救護班は、医療救護所において、傷病者の緊急度判定(トリアージ)及び応急措置並

びに軽症者に対する医療を行い、必要に応じ後方医療機関への転送を指示する。 

なお、市に災害救助法が適用され、県医療救護班が派遣された場合は、県災害医療本部

の指示による。 

〈医療救護所〉 

① 医療法人社団福聚会 東葛飾病院（中戸 13） 

② 医療法人社団真療会 野田病院（中里 1554-1） 

③ 医療法人社団圭春会 小張総合病院（横内 29-1） 

④ キッコーマン総合病院（宮崎 100） 

⑤ 医療法人社団喜晴会 野田中央病院（二ツ塚 148） 
 

  

(５)医療救護所の設置 

災害対策本部は、応急医療救護活動を行うため野田市医師会及び関係医療機関の協力を得

てテント等を設営し医療救護所を設置する。医療救護所の設置は、あらかじめ定める次の医

療救護所から被害の状況等により救護本部と協議して選定する。 

医療救護班は、医療救護所において、医師の指揮の下で傷病者の緊急度判定(トリアージ)及

び応急措置並びに軽症者に対する医療及び必要に応じ後方医療機関への転送を指示する。ま

た医師は死亡の確認を行う。 

なお、市に災害救助法が適用され、県医療救護班が派遣された場合は、県災害医療本部の

指示による。 

〈医療救護所〉 

① 医療法人社団福聚会 東葛飾病院（中戸 13） 

② 医療法人社団真療会 野田病院（中里 1554-1） 

③ 医療法人社団圭春会 小張総合病院（横内 29-1） 

④ キッコーマン総合病院（宮崎 100） 

⑤ 医療法人社団喜晴会 野田中央病院（二ツ塚 148） 

 

(６) 医療情報の収集 

救護本部は、県災害医療本部と情報の共有を図り、医療救護活動における必要な事項を調

整する。 

① 県災害医療本部への報告事項 

○救護本部及び医療救護所の設置状況 

○状況に応じた必要事項 

② 県災害医療本部からの収集事項 

○県内及び他都道府県のＤＭＡＴ派遣状況 

○状況に応じた必要事項 

③ ちば救急医療ネット（ＥＭＩＳ）による情報共有 

○災害医療協力病院の被災状況（負傷者の受入れの可否） 

○広域搬送が必要な負傷者情報 

○被災地外の災害医療協力病院の負傷者受入れについて 

 

（ＥＭＩＳの運用方法） 

機 関 運用方法 

災害医療協力病院、東葛飾病院、野田中央病院、岡田病院、木野崎

病院、江戸川病院、門倉医院 

入力・閲覧 

医療救護所 入力・閲覧 

消防本部 閲覧 

救護本部 閲覧 

県（本庁、健康福祉センター） 閲覧・入力支援 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第６節 医療救護・防疫活動 

  第１ 応急医療救護 
震－８１，８２ 

  災害医療救護活動の修正に伴うもの 

２．被災者の健康管理 

 （略） 

 

３．医薬品・医療器具の確保 

 (１) (略) 

 (２) (略) 

 

４．後方医療体制 

消防・救助班は、医療救護所等で対応できないときは、後方医療施設に搬送する。 

〈後方医療機関〉 

区  分 名  称（隣接ヘリコプター離着陸場） 

災害医療協力病院 キッコーマン総合病院、小張総合病院、野田病院 

 

災害拠

点病院 

基幹災害医療センター 日本医大千葉北総病院（専用臨時ヘリポート） 

地域災害医療センター 

東京慈恵医大付属柏病院 

（柏市大堀川防災レクリエーション公園） 

国保松戸市立病院（松戸市運動公園陸上競技場） 

 

５．搬送体制 

救出現場から医療救護所までの重症者の搬送は、消火・救助班が救急車等により搬送する。

後方医療機関又は県外の医療機関までの搬送は、救急車、ヘリコプター等により行う。 

軽症者の搬送は、自主防災組織、事業所等が協力して行う。 
 

６．医療要援護者への対応 

医療救護班は、在宅の人工透析、人工呼吸器装着者等の医療要援護者について、医療機関の

対応状況を確認し情報を提供する。 

また、必要に応じて、受入れ可能な医療機関への移動を支援する。 

 

 ２．被災者の健康管理 

 （略） 

 

３．医薬品・医療器具の確保 

 (１) (略) 

 (２) (略) 

 

４．後方医療体制 

救護本部は、市内の災害医療協力病院等の医療機関の状況を把握し、負傷者の受入について

要請する。また、県を通じて災害拠点病院、県外の医療機関等へ重症者の受入れを要請する。 

〈後方医療機関〉 

区  分 名  称（隣接ヘリコプター離着陸場） 

災害医療協力病院 キッコーマン総合病院、小張総合病院、野田病院 

 

災害拠

点病院 

基幹災害医療センター 日本医科大学千葉北総病院（専用ヘリポート） 

地域災害医療センター 

東京慈恵会医科大学付属柏病院 

（柏市大堀川防災レクリエーション公園） 

松戸市立総合医療センター（専用ヘリポート） 

 

５．搬送体制 

大規模災害の発生時は、多数の負傷者が同時に発生するとともに、建物等が道路に倒壊する

ことによる交通網の途絶や渋滞が想定されることから、平時と同様の救急搬送は困難となる。 

(１) 医療救護所への搬送 

負傷現場から医療救護所への搬送は、自主防災組織、自治会及び事業所等に協力に呼びかけ

ることで対応することを原則とする。 

救急車両等で搬送可能な場合は、重症者を優先する。 

(２) 後方医療機関（災害医療協力病院）への搬送 

医療救護所から後方医療への搬送は、ストレッチャー等で行うが、東葛飾病院、野田中央病

院では、防災用ＭＣＡ無線等の通信手段により救急車両の搬送を要請する。 

(３) 災害拠点病院への搬送 

重症者等の災害拠点病院への搬送は救急車両またはヘリコプターで行い、ヘリコプターの搬

送要請については、離発着場及び離発着場までの搬送手段の確保等関係機関と協議を行う。 

 

６．医療要援護者への対応 

保健救護班は、在宅の人工透析、人工呼吸器装着者等の医療要援護者について、医療機関の対

応状況を確認し情報を提供する。 

また、必要に応じて、受入れ可能な医療機関への移動を支援する。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第６節 医療救護・防疫活動 

  第２ 保健衛生活動 

震－８２ 

  災害医療救護活動の修正に伴うもの 

１．被災者の健康管理 

 (１) (略) 

 

２．飲料水の安全確保対策 

給水班は、飲料水の汚染等のおそれがある場合、直ちに巡回チームを編成して検水を実施

し、安全確保を行うとともに、県と協力して被災者に対し適切な広報及び指導を行う。 

 

 １．被災者の健康管理 

 (１) (略) 

 

２．飲料水の安全確保対策 

給水班は、飲料水の汚染等のおそれがある場合、直ちに巡回チームを編成して検水を実施し、

安全確保を行うとともに、県と協力して被災者に対し適切な広報及び指導を行う。 

また、野田健康福祉センターは、地震の影響等により飲料水の汚染等のおそれがある場合は、

飲料水健康危機管理対策活動要領に基づき対応する。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第６節 医療救護・防疫活動 

  第３ 防疫活動 

震－８２、８３ 

  災害医療救護活動の修正に伴うもの 

１. 防疫体制の確立 

保健救護班は、県と協力して防疫活動を行う。また、被災者に対し防疫について広報活動を行

う。 

２. 防疫活動 

(1) 検病調査及び健康診断 

野田健康福祉センターは、医師会及び保健救護班等関係機関の協力を得て指定避難所等において

検病調査及び健康診断を実施する。 

(2) 消毒の実施 

保健救護班は、災害により感染症が発生し、又は発生のおそれのある地域の消毒を行う。防疫用

資機材・薬剤は業者等から調達し、自治会及び自主防災組織等を通じて薬品を配布し自主的に散

布するよう指導を行う。 

また、防疫用薬剤の不足が見込まれる場合は、県に対して、薬剤の供給の支援を要請する。 

(3) 感染症患者への措置 

野田健康福祉センターは、感染症の発生動向に通常とは異なる動向が認められる場合は、感染症

法の規定により入院を勧告する。 

(4) 報告 

保健救護班は、感染症の発生状況や防疫活動の状況等を随時、野田健康福祉センターに報 

告する。 

 １. 防疫体制の確立 

保健救護班及び環境衛生班は、県と協力して防疫活動を行う。また、被災者に対し防疫について広

報活動を行う。 

２. 防疫活動 

(1) 検病調査及び健康診断 

野田健康福祉センターは、医師会及び保健救護班等関係機関の協力を得て指定避難所等において検

病調査及び健康診断を実施する。 

(2) 消毒の実施 

環境衛生班は、災害により感染症が発生し、又は発生のおそれのある地域の消毒を行う。 

防疫用資機材・薬剤は業者等から調達し、自治会及び自主防災組織等を通じて薬品を配布し自主的

に散布するよう指導を行う。 

また、防疫用薬剤の不足が見込まれる場合は、県に対して、薬剤の供給の支援を要請する。 

(3) 感染症患者への措置 

野田健康福祉センターは、感染症の発生動向に通常とは異なる動向が認められる場合は、感染症法

の規定により入院を勧告する。 

(4) 報告 

保健救護班及び環境衛生班は、感染症の発生状況や防疫活動の状況等を随時、野田健康福祉センタ

ーに報告する。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第７節 避難対策 

  第２ 支部連絡所の開設及び役割 

震－８８ 

  情報収集伝達体制の見直しに伴うもの 

１.開設の決定 

 (略) 

２.開場及び担当 

 (略) 

３.支部連絡所の役割 

支部連絡所の役割は、次のとおりとする。 

ア 担当区域の情報収集に関すること及び情報伝達に関すること 

イ 担当区域の現状把握と対応策の検討 

ウ 指定緊急避難場所及び災害対策本部への通信連絡に関すること 

エ 指定緊急避難場所以外の避難住民の対応に関すること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １.開設の決定 

 (略) 

２.開場及び担当 

 (略) 

３.支部連絡所の役割 

支部連絡所の役割は、次のとおりとする。 

ア 担当区域の情報収集に関すること及び情報伝達に関すること 

イ 担当区域の現状把握と対応策の検討 

ウ 指定避難所及び災害対策本部への通信連絡に関すること 

エ 指定避難所以外の避難住民の対応に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜支部連絡所の情報収集伝達体制＞ 
 

支部連絡所 

（被害状況等の 

とりまとめ） 

各指定緊急 

避難場所 
災害対策本部 

各指定緊急避難場所の情報の収集 

本部からの情報の伝達 
 

収集した情報の本部への報告 

本部からの指示 
 

＜支部連絡所の情報収集伝達体制＞ 
 

支部連絡所 

（被害状況等の 

とりまとめ） 
各指定避難所 災害対策本部 

各指定避難所の情報の収集 

本部からの情報の伝達 

収集した情報の本部への報告 

本部からの指示 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第８節 生活救援 

  第４ 物資の受入れ・管理 

震－９２ 

  千葉県大規模災害時における応援受入計画に基づくもの及び施設名の修正 

１.物資の要請 

(1)物資の要請 

物資班は、備蓄や調達によっても食料及び生活必需品が不足する場合には、協定先の自治体

に救援物資の要請を行う。救援物資の要請は、必要とする物資の内容、量、送付方法等につい

て情報を提供する。 

また、日本赤十字社に義援品の要請を行う。 

(2) 義援物資の受入れ方針 

  (略) 

 

２.救援物資の受入れ 

物資班は、文化センターに物資集積所を開設する。集積された物資は、ボランティア等の協 

力を得て仕分け作業を行い、支部連絡所を物資輸送中継拠点として輸送業者により指定避難所等

へ供給する。 

大量に物資が集積する場合は、できるだけ民間物流会社に委託する。 

〈物資の受入場所〉 

物資集積所 文化センター 

物資輸送中継拠

点 

中央出張所、北・南コミュニティセンター、福田・川

間・東部・関宿北部・木間ケ瀬公民館・いちいのホール 

 

 

 １.物資の要請 

(1)物資の要請 

物資班は、備蓄や調達によっても食料及び生活必需品が不足する場合には、協定先の自治

体等に救援物資の要請を行う。救援物資の要請は、必要とする物資の内容、量、送付方法等

について情報を提供する。 

ただし、国や県からの「プッシュ型」支援等により必要な物資を確保することも視野に入

れた活動体制をとるものとする。 

また、日本赤十字社に義援品の要請を行う。 

(2) 義援物資の受入れ方針 

(略) 

 

２.救援物資の受入れ 

物資班は、文化センターに物資集積所を開設する。集積された物資は、ボランティア等の協 

力を得て仕分け作業を行い、支部連絡所を物資輸送中継拠点として輸送業者により指定避難所等へ

供給する。 

大量に物資が集積する場合は、できるだけ民間物流会社に委託する。 

〈物資の受入場所〉 

物資集積所 文化センター 

物資輸送中継拠

点 

中央出張所、北・南コミュニティセンター、福田・川

間・東部・関宿・木間ケ瀬公民館・いちいのホール 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 10節 交通・緊急輸送 

  第２ 緊急輸送 

震－９６、９７ 

  千葉県地域防災計画の修正に伴う修正及び資料編との整合性を図るもの 

 自衛隊の災害時による人員状況に伴うもの 

１.緊急輸送路の確保 

 (略) 

 

２.車両輸送の確保 

(1)車両の確保 

庁舎管理班は、公用車その他の車両を管理し、各課で所有する車両及び確保した車両につい

て、総合的に調整し配分する。 

公用車では不足する場合又は公用車では輸送できない場合は、市内運送業者等、千葉県トラ

ック協会野田支部、千葉県バス協会に要請する。 

(2)燃料の確保 

庁舎管理班は、各班の専用管理車両、庁舎管理班管理の庁用車、借上げ車両の必要な燃料の

調達を行う。通常の方法により自動車燃料の確保ができない場合には、野田市内の石油協同組

合に協力を要請する。 

 

３.ヘリコプター輸送の確保 

(1)ヘリコプターの確保 

庁舎管理班は、災害による交通の途絶又は緊急的な輸送を必要とする場合は、県にヘリコプ

ターによる輸送を要請する。 

(2)ヘリコプター離発着場の開設 

土木班は、庁舎管理班の指示によりヘリポートを開設するため、施設の被災状況等の点検を

行い、開設準備を行う。 

なお、ヘリコプター離発着場の離発着の管理は、自衛隊に要請する。 

〈ヘリコプター離発着場の開設予定場所〉 

ア 野田市総合公園自由大広場   

 イ 市役所本庁舎屋上※ 

ウ 文化センター駐車場       

エ 川間駅南中央公園 

オ 関宿中央小学校 

※全備重量 4.4ｔ、全長 15ｍ次の機種に限る。 

 
 

 １.緊急輸送路の確保 

 (略) 

 

２.放置車両対策 

(1)緊急車両の通行ルートの確保のための放置車両対策 

土木班は放置車両や立ち往生車両等、緊急車両の通行の妨げとなる車両の運転者等に対して

は、移動を命令する。運転者の不在時は道路管理者自ら車両を移動する。その際、やむを得ない

限度での破損を容認する。 

(2)土地の一時使用 

放置車両や立ち往生車両等の移動に係るの措置のため、やむを得ない場合、道路管理者は、他

人の土地の一時使用、竹木その他の障害物を処分する。 

(3)国・県への通知 

国・県管理の路線について、啓開作業をする場合は、各管理者に対してその旨を通知する。 

 

３.車両輸送の確保 

(1)車両の確保 

庁舎管理班は、公用車その他の車両を管理し、各課で所有する車両及び確保した車両につい

て、総合的に調整し配分する。 

公用車では不足する場合又は公用車では輸送できない場合は、市内運送業者等、千葉県トラッ

ク協会野田支部、千葉県バス協会に要請する。 

(2)燃料の確保 

庁舎管理班は、各班の専用管理車両、庁舎管理班管理の庁用車、借上げ車両の必要な燃料の調

達を行う。通常の方法により自動車燃料の確保ができない場合には、野田市内の石油協同組合に

協力を要請する。 

 

４.ヘリコプター輸送の確保 

(1)ヘリコプターの確保 

庁舎管理班は、災害による交通の途絶又は緊急的な輸送を必要とする場合は、県にヘリコプタ

ーによる輸送を要請する。 

(2)ヘリコプター離発着場の開設 

土木班は、庁舎管理班の指示によりヘリポートを開設するため、施設の被災状況等の点検を行

い、開設準備を行う。 

なお、ヘリコプター離発着場の離発着の管理は、自衛隊に要請する。 

〈ヘリコプター離発着場の開設予定場所〉 

ア 野田市総合公園自由大広場   

 イ 市役所本庁舎屋上※ 

ウ 文化センター駐車場       

エ 川間駅南中央公園 

オ 関宿中央小学校 

カ 梅郷４号公園 

※全備重量 4.4ｔ、全長 15ｍ次の機種に限る。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第 12節 ライフライン施設等の応急対策 

  第１ ライフライン施設 

震－１０１ 

  字句の修正 

１.上水道施設 (略) 

 

２.下水道施設 (略) 

 

３.電力施設 (略) 

 

４.ガス施設 (略) 

 

５.通信施設 

(1)電話施設 (略) 

〈応急措置〉 

ア 通信の利用制限         イ 非常通話、緊急通話の優先、確保 

ウ 無線設備の使用         エ 特設公衆電話の設置 

オ 非常用可搬型電話交換装置の設置 カ 緊急電報、電話受付所の開設 

キ 回線の応急復旧         ク 災害用伝言ダイヤルの提供 

  (略) 

〈電話に関する広報事項〉 

ア 通信途絶、利用制限の理由と内容 イ 災害復旧措置と復旧見込み時期 

ウ 通信利用者に協力を要請する事項 エ 災害用伝言ダイヤル「171」の提供開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １.上水道施設 (略) 

 

２.下水道施設 (略) 

 

３.電力施設 (略) 

 

４.ガス施設 (略) 

 

５.通信施設 

(1)電話施設 

  (略) 

〈応急措置〉 

ア 通信の利用制限         イ 非常通話、緊急通話の優先、確保 

ウ 無線設備の使用         エ 特設公衆電話の設置 

オ 非常用可搬型電話交換装置の設置 カ 緊急電報、電話受付所の開設 

キ 回線の応急復旧         ク 災害用伝言ダイヤル「171」の提供 

  (略) 

〈電話に関する広報事項〉 

ア 通信途絶、利用制限の理由と内容 イ 災害復旧措置と復旧見込み時期 

ウ 通信利用者に協力を要請する事項 エ 災害用伝言ダイヤル「171」の提供開始 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第 15節 ボランティアへの対応 

  第１ ボランティアの受入れ体制 

震－１０８ 

  県地域防災計画見直しに伴うもの 

１．ボランティアセンターの設置 (略)  

 

２．ボランティアの受入れ 

(1) 一般ボランティア 

一般分野での活動を希望する個人及び団体は、ボランティアセンター窓口において受け

付け、登録する。 

(2) 専門ボランティア 

事前に登録されたボランティアに関しては、担当する各班が受け入れる。 

県災害ボランティアセンターで登録した専門分野でのボランティアについては、県が被

災地におけるボランティアの需要状況を基に、派遣先や派遣人員等を被災市町村と調整の

上、派遣する。 

 

 １．ボランティアセンターの設置 (略)  

 

２．ボランティアの受入れ 

(1) 一般ボランティア 

一般分野での活動を希望する個人及び団体は、ボランティアセンター窓口において受け付

け、登録する。 

(2) 専門ボランティア 

専門分野での活動を希望する個人及び団体については、県の各活動担当部局が中心となっ

て対応する。 

県の担当部局は、被災地におけるボランティアの需要状況を基に、派遣先や派遣人員等を

被災市町村等と調整の上、派遣する。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第 17節 清掃・廃棄物・環境対策 

  第２ 清掃・廃棄物処理 

震－１１２ 

  災害廃棄物対策指針の改正等に伴うもの 

１.廃棄物の処理 

(1)処理体制の確立 

環境衛生班は、「千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針」等に基づき発生量を推計し、

処理体制の確立を図る。 

処理が困難な場合は、県に協力を要請するとともに「災害時等における廃棄物処理施設に係

る相互援助細目協定」に基づき、他市町村及び一部事務組合間相互の援助協力により行う。 

また、がれき等の大量発生が予想される場合は「地震等大規模災害時における災害廃棄物の

処理等に関する協定」及び「地震等大規模災害時における被災建築物の解体撤去等に関する協

定」に基づき、民間事業者の協力を求める。 

(2)がれき処理 

環境衛生班は、民間委託業者に要請して廃棄物を一時的に仮置き場に運搬し、分別、中間処

理、リサイクルを行い適正に処分する。 

なお、産業廃棄物に該当するものは、事業者の責任で処理するものとする。 

 １.廃棄物の処理 

(1)処理体制の確立 

環境衛生班は、「災害廃棄物対策指針（環境省）」、「千葉県市町村震災廃棄物処理計画策

定指針」及び「千葉県市町村震災廃棄物処理マニュアル策定ガイドライン」に基づき、市災害廃

棄物処理計画を策定し、災害廃棄物の処理体制の整備を図るものとする。 

処理が困難な場合は、県に協力を要請するとともに「災害時等における廃棄物処理施設に係る

相互援助細目協定」に基づき、他市町村及び一部事務組合間相互の援助協力により行う。 

また、がれき等の大量発生が予想される場合は「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処

理等に関する協定」及び「地震等大規模災害時における被災建築物の解体撤去等に関する協定」

に基づき、民間事業者の協力を求める。 

(2)がれき処理 

環境衛生班は、民間委託業者に要請して廃棄物を一時的に仮置き場に運搬し、可能な限り効率

的な分別・選別・性状に応じた中間処理、再生利用等により減量化し、最終処分量を低減して適

正に処分する。 

なお、産業廃棄物に該当するものは、事業者の責任で処理するものとする。 



46 

46 

修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第 19節 災害救助法の適用 

  第３ 災害救助法による救助の実施機関 

震－１２０ 

  災害救助法施行規則委任事項の修正に伴うもの 

〈災害救助法の救助項目と市長委任事項〉 

 

※迅速な救助を行う必要があるため災害救助法施行細則により市長に委任されている事項 

救 助 の 種 類 
市長 

委任※ 
期  間 

収容施設の供与 

避難所 ○ 災害発生の日から７日以内 

応急仮設住宅  
災害発生の日から 20日以内に着工し、速

やかに設置 

炊き出しその他に 

よる食品の給与及 

び飲料水の供給 

食品の給与 ○ 災害発生の日から７日以内 

飲料水の供給 ○ 災害発生の日から７日以内 

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 ○ 被害発生の日から 10日以内に完了 

医療及び助産 
医療  災害発生の日から 14日以内 

助産  分べんした日から７日以内 

災害にかかった者の救出 ○ 災害発生の日から３日以内 

災害にかかった住宅の応急修理 ○ 災害発生の日から１月以内に完成 

生業に必要な資金の貸与  災害発生の日から１月以内に完了 

学用品の給与 ○ 

教科書：災害発生の日から１月以内 

に完了 

その他の学用品：災害発生の日から 

15日以内に完了 

埋葬 ○ 災害発生の日から 10日以内に完了 

応急救助のための輸送費  当該救助の実施が認められる期間 

応急救助のための賃金職員等雇上費  当該救助の実施が認められる期間 

遺体の捜索 ○ 災害発生の日から 10日以内に完了 

遺体の処理  災害発生の日から 10日以内に完了 

住居又はその周辺に運ばれた土石、竹材等で

日常生活に著しい支障を及ぼしているもの

（障害物）の除去 

○ 災害発生の日から 10日以内に完了 

 〈災害救助法の救助項目〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※迅速な救助を行う必要があるため災害救助法施行細則により市長に委任されている事項 

救 助 の 種 類 
市長 

委任※ 
期  間 

収容施設の供与 

避難所 ○ 災害発生の日から７日以内 

応急仮設住宅  
災害発生の日から 20 日以内に着工

し、速やかに設置 

炊き出しその他に 

よる食品の給与及 

び飲料水の供給 

食品の給与 ○ 災害発生の日から７日以内 

飲料水の供給 ○ 災害発生の日から７日以内 

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 ○ 被害発生の日から 10日以内に完了 

医療及び助産 
医療  災害発生の日から 14日以内 

助産  分べんした日から７日以内 

災害にかかった者の救出 ○ 災害発生の日から３日以内 

災害にかかった住宅の応急修理 ○ 災害発生の日から１月以内に完成 

生業に必要な資金の貸与  災害発生の日から１月以内に完了 

学用品の給与 ○ 

教科書：災害発生の日から１月以内 

に完了 

その他の学用品：災害発生の日から 

15日以内に完了 

埋葬 ○ 災害発生の日から 10日以内に完了 

応急救助のための輸送費  当該救助の実施が認められる期間 

応急救助のための賃金職員等雇上費  当該救助の実施が認められる期間 

遺体の捜索 ○ 災害発生の日から 10日以内に完了 

遺体の処理  災害発生の日から 10日以内に完了 

住居又はその周辺に運ばれた土石、竹材等で

日常生活に著しい支障を及ぼしているもの

（障害物）の除去 

○ 災害発生の日から 10日以内に完了 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第４章 災害復旧・復興計画 

 第１節 市民生活の安定 

第１ 被災者の生活確保 

震－１２２ 

  千葉県被災者生活再建支援事業の追加に伴うもの 

１．災害弔慰均等の支給等 (略) 

２．生活福祉金の貸付 (略) 

３．災害見舞金の交付 (略) 

４．被災者生活再建支援金の支給 

(1) 対象となる自然災害 (略) 

(2) 対象世帯 (略) 

(3) 被災者生活再建支援金                                                                                                                                                                                                                       

の

支

給 

 

 １．災害弔慰均等の支給等 

(略) 

２．生活福祉金の貸付 

 (略) 

３．災害見舞金の交付 

 (略) 

４．被災者生活再建支援金の支給 

(1) 対象となる自然災害  

(略) 

(2) 対象世帯 (略) 

(3) 被災者生活再建支援金の支給 

(4) 支援金支給手続き 

支給申請は市町村に行い、提出を受けた市町村は申請書等の確認を行いとりまとめの上、県へ提

出する。 

県は当該書類を委託先である（公財）都道府県会館へ提出し、申請書を受理した（公財）都道府

県会館は交付決定等を行う。 

（被災者生活支援法人として、（公財）都道府県会館が指定されている。） 

(5) 千葉県被災者生活再建支援事業 

ア  県は、自然災害により住宅が全壊するなどの被害を受けたにも関わらず、上記(1)の対象とな

らない世帯に、一定の要件のもと支援金を支給する。 

イ  本事業の実施主体は、市町村とする。（県から市への補助方式：補助率 10/10） 

ウ  支援金の支給額は上記(3)と同等とする。 

 



48 

48 

修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

第４章 災害復旧・復興計画 

 第１節 市民生活の安定 

  第１ 被災者の生活確保 

震－１２３ 

  国民健康保険税から国民健康保険料への変更に伴うもの 

５.税等の減免等 

 被害調査班は、条例等の規定に基づき、被災した市税及び県税等の納付義務者に対し、税等 

の災害救済措置として、期限の延長及び減免について適切な措置を講ずる。 

(1)～（5）（略）  

 

６.職業のあっせん (略) 

 

７.郵便物の特別取扱い (略) 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 (略) 

 

９.住宅の建設等 

 (略) 

 

１０.義援金品の受付け・配分 

 (略) 

 

 ５.税等の減免等 

被害調査班は、条例等の規定に基づき、被災した市税、国民健康保険料及び県税等の納付義務者

に対し、税等の災害救済措置として、期限の延長及び減免について適切な措置を講ずる。 

(1)～(5) （略） 

 

６.職業のあっせん 

 (略) 

 

７.郵便物の特別取扱い 

 (略) 

 

８.公共料金の特例措置 

 (略) 

 

９.住宅の建設等 

 (略) 

 

１０.義援金品の受付け・配分 

 (略) 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

附則 第３章 警戒宣言発令に伴う対応措置 

 第１節 活動体制 

  第２ 防災関係機関の活動体制 

震－１３９ 

  機関名変更に伴う修正 

(略) 

機  関 体          制 

県警察 

(1) 災害警備本部の設置 

(2) 要員の招集 

(3) 関係機関との連絡調整 

(4) 情報の受理伝達等 

陸上自衛隊第１

空挺団 
計画に基づき災害派遣準備を実施 

東日本電信電話

株式会社 

(1) 情報連絡室の設置 

千葉支店に情報連絡室を設置するほか、管内各営業支店にお

いても情報連絡室を設置し、情報の収集及び伝達体制をとる。 

(2) 要員の確保 

ア 就労中の職員は、応急対策所定の業務に従事する。 

イ 休日、夜間等においては、非常呼出しを行い、応急対策業

務の実施に必要な要員を確保する。 

株式会社ＮＴＴ

ドコモ 

(1) 情報連絡室の設置 

千葉支店に情報連絡室を設置し、情報の収集及び伝達体制を

とる。 

(2) 要員の確保 

ア 就労中の職員は、応急対策所定の業務に従事する。 

イ 休日、夜間等においては、非常呼出しを行い、応急対策業

務の実施に必要な要員を確保する。 

東武鉄道株式会

社 
災害対策本部等を設置し、必要な措置をとり得る体制に入る。 

その他の防災関

係機関 

(1) 各防災関係機関は、所管業務に係る必要な防災体制をとる。ま

た、県及び市町村が実施する防災対策が円滑に行われるよう、そ

の所管業務について適切な指導をとるものとする。 

(2) 各防災機関は、所管業務を遂行するために必要な組織及び防災

対策に従事する職員の配備等を定めておくものとする。 

 

 (略) 

機  関 体          制 

県警察 

(1) 災害警備本部の設置 

(2) 要員の招集 

(3) 関係機関との連絡調整 

(4) 情報の受理伝達等 

陸上自衛隊第１

空挺団 
計画に基づき災害派遣準備を実施 

東日本電信電話

株式会社 

(1) 情報連絡室の設置 

千葉事業部に情報連絡室を設置するほか、管内各営業支店に

おいても情報連絡室を設置し、情報の収集及び伝達体制をと

る。 

(2) 要員の確保 

ア 就労中の職員は、応急対策所定の業務に従事する。 

イ 休日、夜間等においては、非常呼出しを行い、応急対策業 

務の実施に必要な要員を確保する。 

株式会社ＮＴＴ

ドコモ 

(1) 情報連絡室の設置 

千葉支店に情報連絡室を設置し、情報の収集及び伝達体制を

とる。 

(2) 要員の確保 

ア 就労中の職員は、応急対策所定の業務に従事する。 

イ 休日、夜間等においては、非常呼出しを行い、応急対策業 

務の実施に必要な要員を確保する。 

東武鉄道株式会

社 
災害対策本部等を設置し、必要な措置をとり得る体制に入る。 

その他の防災関

係機関 

(1) 各防災関係機関は、所管業務に係る必要な防災体制をとる。ま

た、県及び市町村が実施する防災対策が円滑に行われるよう、そ

の所管業務について適切な指導をとるものとする。 

(2) 各防災機関は、所管業務を遂行するために必要な組織及び防災

対策に従事する職員の配備等を定めておくものとする。 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

附則 第３章 警戒宣言発令に伴う対応措置 

 第６節 上下水道・電気・ガス・通信対策 

  第５ 通信対策 

震－１５０ 

  機関名変更に伴う修正 

１.東日本電信電話株式会社 

 (略) 

(1)要員の確保等 

(略) 

(2)資機材の点検、確認等 

(略) 

(3)情報連絡室の設置 

警戒宣言の受報後、千葉支店管内各営業支店は速やかに情報連絡室を設置し、情報の収集及 

び伝達を行う。 

(4)応急対策 

(略) 

(5)電話の輻輳時の広報 

(略) 

 １.東日本電信電話株式会社 

 (略) 

(1)要員の確保等 

(略) 

(2)資機材の点検、確認等 

(略) 

(3)情報連絡室の設置 

警戒宣言の受報後、千葉事業部千葉西支店管内各営業支店は速やかに情報連絡室を設置し、情

報の収集及び伝達を行う。 

(4)応急対策 

(略) 

(5)電話の輻輳時の広報 

(略) 
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修  正  前  修  正  後 
震災編 頁  修 正 理 由 

附則 第４章 市民等のとるべき措置 

 第１節 市民等のとるべき措置 震－１５７ 
  千葉県地域防災計画の修正に伴う修正 

(略) 

区 分 と る べ き 措 置 

平常時 

１～４  

 (略) 

５ 非常用飲料水、食料の準備をする。 

(1)飲料水は、市販のミネラルウォーターか水筒、水袋、ポリタンク等に入れ 

て３日分以上準備しておく（１人１日分の飲料水 約３リットル）。 

(2)食料は、長期保存ができる食品（米、クラッカー、乾メン、インスタント 

食料、漬物、梅干、缶詰、みそ、しょう油、塩など）を３日分以上準備して 

おく。また、調理用にカセットコンロを準備しておく。 

６ 救急医療品の準備をする。 

傷薬、胃腸薬、目薬、脱脂綿、包帯、ばんそうこう、三角巾などを救急箱 

に入れて準備しておく。 

また、医療機関等発行の「お薬手帳」又は「お薬説明書」類を用意してお 

く。 

７ 生活必需品の準備をする。 

下着、毛布、タオル、石けん、ちり紙、マッチ、ろうそく等を準備してお 

く。 

８～12 

 (略) 

 

 (略) 

区 分 と る べ き 措 置 

平常時 

１～４  

 (略) 

５ 非常用飲料水、食料の準備をする。 

(1)飲料水は、市販のミネラルウォーターか水筒、水袋、ポリタンク等に入れ

て最低３日分以上準備しておく（１人１日分の飲料水 約２～３リット

ル）。 

(2)食料は、長期保存ができる食品（米、クラッカー、乾メン、インスタント

食料、漬物、梅干、缶詰、みそ、しょう油、塩など）を日頃の買い置きな

どを合わせて最低３日分以上準備しておく。また、調理用にカセットコン

ロを準備しておく。 

６ 救急医療品の準備をする。 

傷薬、胃腸薬、目薬、脱脂綿、包帯、ばんそうこう、三角巾などを救急箱

に入れて準備しておく。 

なお、常用している医療品がある場合は最低３日分以上準備しておくと共

に、医療機関等発行の「お薬手帳」又は「お薬説明書」類を用意しておく。 

７ 生活必需品の準備をする。 

簡易トイレ、カセットコンロ、多めの生活用品（トイレットペーパー、食

用品ラップ、ゴミ袋等）を準備しておく。 

８～12 

 (略) 
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修  正  前  修  正  後 
風水害編  頁  修 正 理 由 

第１章 総則 

 第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

風－３ 

 県地域防災計画見直しに伴うもの 

 

市、県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、防災上重

要な施設の管理者、市民、事業者等は、おおむね次の事務又は業務を処理するものとする。 

 

  

市、県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、防災上重要

な施設の管理者、市民、事業者等は、おおむね次の事務又は業務を処理するものとする。 

また、各機関は、防災対策の検討等を通じて、お互いに平時から災害時の対応についてコミュニ

ケーションをとっておくこと等により、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努める

とともに、訓練等を通じて、構築した関係を持続的なものにするよう努めるものとする。 
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修  正  前  修  正  後 
風水害編  頁  修 正 理 由 

第１章 総則 

 第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

 第３  指定地方行政機関 

風－４～６ 

 県地域防災計画の見直しに伴うもの 

 

１．関東管区警察局 (略)  

 

２．関東財務局千葉財務事務所 (略) 

 

３．関東信越厚生局 (略) 

 

４．関東農政局 

(1) 災害予防 

ア ダム、堤防、ひ門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施又は指導に関すること 

イ 農地、農業用施設等を防護するため、防災ダム、ため池、湖岸、堤防、土砂崩壊防止、 

農業用河川工作物、たん水防除、農地侵食防止等の施設の整備に関すること 

(2) 応急対策 

ア 農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関すること 

イ 災害時における種もみ、その他営農資材の確保に関すること 

ウ 災害時における生鮮食料品等の供給に関すること 

エ 災害時における農作物、蚕、家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に関すること 

オ 土地改良機械及び技術者等を把握し、緊急貸出し及び動員に関すること 

(3) 復旧対策 

ア 災害発生後はできる限り速やかに査定をし、農地、農業用施設等について特に必要があ

る場合の緊急査定の実施に関すること 

イ 災害による被災農林漁業等に対する資金の融通に関すること 

(4) その他 

ア 農業関係被害状況の情報収集及び報告に関すること 

イ 災害時の政府所有米穀の供給に関すること（農林水産省生産局） 

 

５．関東森林管理局 (略)  

 

６．関東経済産業局 (略)  

 

７．関東東北産業保安監督部 (略) 

 

８．関東運輸局 (略)  

 

９．東京管区気象台 (略) 

 

１０．関東地方整備局 (略) 

 

１１．関東総合通信局 (略) 

 

 

  

１. 関東管区警察局 (略) 

 

２．関東総合通信局 

(1)  電波及び有線電気通信の監理に関すること 

(2)  防災及び災害対策用無線局の開設、整備についての指導に関すること 

(3)  災害時における非常通信の確保に関すること 

(4)  非常通信訓練の計画及びその実施についての指導に関すること 

(5)  非常通信協議会の育成及び指導に関すること 

 

３．関東財務局千葉財務事務所 (略) 

 

４．関東信越厚生局 (略) 

 

５．千葉労働局 (略) 

 

６．関東農政局 

(1)  農業関係、卸売市場及び食品産業事業者等の被害状況の把握に関すること 

(2)  応急用食料・物資の支援に関すること 

(3)  食品の需給・価格動向の調査に関すること 

(4)  飲食料品、油脂、農畜産物等の安定供給対策に関すること 

(5)  飼料、種子等の安定供給対策に関すること 

(6)  病害虫防除及び家畜衛生対策に関すること 

(7)  営農技術指導及び家畜の移動に関すること 

(8)  被害農業者及び消費者の相談窓口に関すること 

(9)  農地・農業用施設及び公共土木施設の災害復旧に関すること 

(10) 被害農業者に対する金融対策に関すること 

 

７．関東森林管理局 (略) 

 

８．関東経済産業局 (略) 

 

９．関東東北産業保安監督部 (略) 

 

１０．関東地方整備局 (略) 

 

１１．関東運輸局 (略) 

 

 

 



54 

54 

修  正  前  修  正  後 
風水害編  頁  修 正 理 由 

第１章 総則 

 第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

  第３  指定地方行政機関 

風－４～６ 

 県地域防災計画の見直しに伴うもの 

 

１２．千葉労働局 (略) 

  

１２．関東地方測量部 

(1)  災害時等における地理空間情報の整備・提供に関すること 

(2)  復旧・復興のための公共測量の指導・助言に関すること 

(3)  地殻変動の監視に関すること 

 

１３．東京管区気象台  

(1) 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること 

(2) 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、水象の予報・

警報等の防災情報の発表、伝達及び解説に関すること 

(3) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること 

(4) 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること 

(5) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること 
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修  正  前  修  正  後 
風水害編  頁  修 正 理 由 

第１章 総則 

 第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

  第７  公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

風－１０ 

 防災関係機関の追加に伴うもの 

１～１１ (略) 

 

１２．東葛北部、五駄、南部、江川、福田、木野崎の各土地改良区 

農地、農業用施設の被害調査と湛水被害の復旧に関すること 

 

１３．危険物取扱施設等の管理者 (略)  

 

１４．金融機関 (略) 

 

 １～１１ (略) 

 

１２．東葛北部、五駄、南部、江川の各土地改良区 

農地、農業用施設の被害調査と湛水被害の復旧に関すること 

 

１３．一般社団法人千葉県ＬＰガス協会野田支部 

災害時における応急生活物資等（プロパンガス、コンロ、炊飯器など）の供給に関すること 

  

１４． 危険物取扱施設等の管理者 (略) 

 

１５． 金融機関 (略)  
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修  正  前  修  正  後 
風水害編  頁  修 正 理 由 

第１章 総則 

 第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

  第８  第８ 市民等及び事業所等 

風－１０、１１ 

 市政備蓄との整合するもの 

１. 市民等 

(1) 自らの生命・身体・財産の被害を最小限に食い止めるため、次の事項を行う。 

ア 避難情報等発表時のとるべき行動の確認 

イ 食料・飲料水の備蓄 

ウ 非常持出品の準備 

(2) 市民等自らが隣近所、地域で協力し合い行動できるよう、地域コミュニティの形成に努め 

るとともに、自発的な防災活動に積極的に参加し、過去の災害から得られた教訓の伝承や、 

災害の未然防止、被害の拡大防止及び災害の復旧に寄与すること 

(3) 市及び県が実施する災害対策に積極的に協力すること 

 

２. 自主防災組織 

(略) 

 

３. 事業所 

(1) 事業所における防災対策の充実と従業員の安全の確保に努めるとともに、地域の防災活動 

に積極的に参加し、自主防災組織との連携を図るなど、地域における防災力の向上に寄与す 

ること 

(2) 集客施設を保有する事業所は、来客者の安全確保に努めること 

(3) 災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に努めること 

４. ボランティア団体 

(略) 

 １. 市民等 

(1)自らの生命・身体・財産の被害を最小限に食い止めるため、次の事項を行う。 

ア 避難情報等発表時のとるべき行動の確認 

イ 食料・飲料水・生活必需品・医薬品・福祉用具等の備蓄（最低３日分以上） 

ウ 非常持出品の準備 

(2) 市民等自らが隣近所、地域で協力し合い行動できるよう、地域コミュニティの形成に努め 

るとともに、自発的な防災活動に積極的に参加し、過去の災害から得られた教訓の伝承や、 

災害の未然防止、被害の拡大防止及び災害の復旧に寄与すること 

(3) 市及び県が実施する災害対策に積極的に協力すること 

 

２. 自主防災組織 

(略) 

 

３. 事業所 

(1) (略) 

(2) (略) 

(3) (略) 

(4) 従業員３日分の食料及び飲料水、生活必需品、医薬品等の備蓄を行うこと 

４. ボランティア団体 

(略) 
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修  正  前  修  正  後 
風水害編  頁  修 正 理 由 

第１章 総則 

 第３節 災害環境 

  第３  社会環境 

風－１２ 

 人口及び土地利用の変更するもの 

１．人口 

本市の人口と世帯数は、平成 29年４月１日現在、154,772人、66,237世帯である。 

 

２．土地利用 

本市の面積は、103.55㎢であり、土地利用の状況は次のとおりである。 

<土地利用の状況>    （平成 28年 1月 1日現在） 

 面 積（m2） 割合（%） 

田   12,959,010 12.5 

畑   17,755,241 17.2 

宅地   24,253,425 23.4 

池沼     295,502 0.3 

山林    5,903,547 5.7 

原野     129,214 0.1 

雑種地   11,779,920 11.4 

その他     30,474,141 29.4 
 

 １．人口 

本市の人口と世帯数は、平成 30年４月１日現在、154,348 人、67,122世帯である。 

 

２．土地利用 

本市の面積は、103.55㎢であり、土地利用の状況は次のとおりである。 

<土地利用の状況>    （平成 29年 1月 1日現在） 
 面 積（m2） 割合（%） 

田 12,915,313 12.5 

畑 17,449,401 16.9 

宅地 24,383,993 23.5 

池沼 295,653 0.3 

山林 5,799,165 5.6 

原野 122,771 0.1 

雑種地 11,994,874 11.6 

その他 30,588,830 29.5 
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修  正  前  修  正  後 
風水害編  頁  修 正 理 由 

第１章 総則 

 第４節 風水害の想定 

  第２  土砂災害 

風－１３ 

 千葉県が行った基礎調査の結果により修正 

本市の土砂災害危険箇所は、県によって７箇所が指定されている。いずれも段丘と谷底平野の境

界にあたる段丘崖に分布する。 

また、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に土砂災害警戒区

域及び土砂災害特別警戒区域に指定・告示されている。 

 本市の土砂災害危険箇所は、県によって 5 箇所が指定されている。いずれも段丘と谷底平野の境界

にあたる段丘崖に分布する。 

また、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に土砂災害警戒区域

及び土砂災害特別警戒区域に指定・告示されている。 
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修  正  前  修  正  後 
風水害編  頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第１節 防災体制の確立 

  第２  情報連絡体制の整備 

風－１５ 

 字句修正 

 

第２ 情報連絡体制の整備 

市、県及び防災関係機は、災害時の情報収集・伝達を確保するため、防災無線等の整備や無線を

有する基幹・団体との連携に努める。 

対策の内容は、震災編 第２章 第１節 第２「情報連絡体制の整備」を準用する。 

  

第２ 情報連絡体制の整備 

市、県及び防災関係機は、災害時の情報収集・伝達を確保するため、防災無線等の整備や無線を有す

る機関・団体との連携に努める。 

対策の内容は、震災編 第２章 第１節 第２「情報連絡体制の整備」を準用する 
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修  正  前  修  正  後 
風水害編  頁  修 正 理 由 

第２章 災害予防計画 

 第３節 各種災害の予防対策 

  第１  水害予防計画 

風－１７ 

 水防法の規定に基づく修正もの 

１. 河川改修の計画 (略) 

 

２. 河川の管理 (略) 

 

３. 洪水ハザードマップの作成と公共 

土木部は、市民等に水害の危険性を正しく認識してもらうため、洪水ハザードマップ等を配布

し、市民等に対し水害危険区域や指定避難所等の周知を図る。 

なお、浸水想定区域内に福祉施設等があることから地域防災計画に施設の名称・所在地等の記

載に努める。また、インターネット（市ホームページ等）を活用し周知に努める。 

 

 １. 河川改修の計画 (略)  

 

２．河川の管理 (略) 

 

３．洪水ハザードマップの作成と周知 

土木部は、市民等に水害の危険性を正しく認識してもらうため、洪水ハザードマップ等を配布

し、市民等に対し水害危険区域や指定避難所等の周知を図る。その際、河川近傍や浸水深の大き

い区域については、「早期の立退き避難が必要な区域」として明示することに努める。 

なお、浸水想定区域内に福祉施設等があることから地域防災計画に施設の名称・所在地等の記

載に努める。また、インターネット（市ホームページ等）を活用し周知に努める。 
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修  正  前  修  正  後 

風水害編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第１節 災害応急活動体制 

〈災害対策本部 組織図〉 

風－２７ 

  市機構改革に伴うもの 

■対策班 

 

環境衛生班 

【環境部長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清掃計画課、清掃第一課、

清掃第二課、環境保全課 

 ■対策班 

 

環境衛生班 

【環境部長】 

 

 

 

清掃計画課、清掃第一課、

環境保全課 
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修  正  前  修  正  後 
風水害編 頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第１節 災害応急活動体制 

〈災害対策本部 所掌事務〉 

風－３０、３１ 

  災害対策本部の見直しに伴うもの 

■各対策班 

班名 統括責任者 責任者 事務分掌 

環境衛生班 環境部長 

清掃計画課長 

・災害廃棄物収集及び処理に関すること。 

・し尿の収集に関すること。 

・仮設トイレ設置及び管理に関すること。 

清掃第一課長 

 

◎災害廃棄物収集及び処理に関すること。 

・し尿の収集に関すること。 

・仮設トイレ設置及び管理に関すること。 

清掃第二課長 

 

◎し尿の収集に関すること。 

・仮設トイレ設置及び管理に関すること 

環境保全課長 

◎仮設トイレ設置及び管理に関すること。 

・放射性物質等のモニタリングに関すること。 

・ペットの保護に関すること。 

 

 

住宅班 
都市部長 

総務部長 

都市計画課長 

◎被災宅地の危険度判定に関すること 

◎被災建築物の応急危険度判定に関すること 

◎住宅の応急修理に関すること。 

◎住宅関係の障害物の除去に関すること。 

・仮設住宅の設置及び管理に関すること。 

・住宅被害認定調査に関すること。 

営繕課長 

・住宅の応急修理に関すること 

・住宅関係の障害物の除去に関すること。 

◎仮設住宅の設置及び管理に関すること。 

◎仮設住宅の入居者選定に関すること。 

 

 

 

保健救護班 保健福祉部

長 

保健センタ

ー長 

・応急医療救護及び助産に関すること。 

・医療資器材及び医薬品の確保に関すること。 

・被災者の健康管理に関すること。 

・防疫に関すること。 

 

 

 

 

 

 ■各対策班 

班名 統括責任者 責任者 事務分掌 

環境衛生班 環境部長 

清掃計画課長 

・災害廃棄物収集及び処理に関すること。 

・し尿の収集に関すること。 

・仮設トイレ設置及び管理に関すること。 

・防疫（消毒）に関すること。 

清掃第一課長 

◎災害廃棄物収集及び処理に関すること。 

・し尿の収集に関すること。 

・仮設トイレ設置及び管理に関すること。 

環境保全課長 

◎仮設トイレ設置及び管理に関すること。 

・放射性物質等のモニタリングに関すること。 

・ペットの保護に関すること。 

◎防疫（消毒）に関すること。 

 

 

住宅班 
都市部長 

総務部長 

都市計画課長 

◎被災宅地の危険度判定に関すること。 

◎被災宅地の応急危険度判定に関すること。 

・住宅の応急修理に関すること。 

・住宅関係の障害物の除去に関すること。 

・仮設住宅の設置及び管理に関するこ。 

・住宅被害認定調査に関すること。 

営繕課長 

◎住宅の応急修理に関すること 

◎住宅関係の障害物の除去に関すること。 

◎仮設住宅の設置及び管理に関すること。 

◎仮設住宅の入居者選定に関すること。 

・被災建築物の応急危険度判定に関すること。 

 

 

 

保健救護班 保健福祉部

長 

保健センタ

ー長 

・応急医療救護及び助産に関すること。 

・医療資器材及び医薬品の確保に関すること。 

・被災者の健康管理に関すること。 

・防疫（保健衛生）に関すること。 
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修  正  前  修  正  後 
風水害編  頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第４節 災害派遣・応援要請 

  第１   自衛隊の災害派遣 

風－３８ 

 市消防計画の変更に伴い追加するもの 

 

市は、人命又は財産の保護のために必要がある場合、知事に対して自衛隊の災害派遣を要求し、

野田市パブリックゴルフ場（けやきコース駐車場）を受け入れ場所として、必要な措置を実施する

。 

対策の内容は、震災編 第３章 第４節 第１「自衛隊の災害派遣」に準拠する。 

 

  

市は、人命又は財産の保護のために必要がある場合、知事に対して自衛隊の災害派遣を要求し、野

田市パブリックゴルフ場（けやきコース及びひばりコース駐車場）を受け入れ場所として、必要な措

置を実施する。 

対策の内容は、震災編 第３章 第４節 第１「自衛隊の災害派遣」に準拠する。 
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修  正  前  修  正  後 
風水害編  頁  修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第６節 医療救護・防疫活動 

  第３   防疫活動 

風－４３ 

 市消防計画の変更に伴い追加するもの 

保健救護班は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、防疫組

織を設け、野田健康福祉センターと連携して浸水した地域の消毒や被災者の検病調査や健康診断を

実施する。 

対策の内容は、震災編 第３章 第６節 第３「防疫活動」を準用する。 

 保健救護班及び環境衛生班は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基

づき、防疫組織を設け、野田健康福祉センターと連携して浸水した地域の消毒や被災者の検病調査や

健康診断を実施する。 

対策の内容は、震災編 第３章 第６節 第３「防疫活動」を準用する。 
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修  正  前  修  正  後 
風水害編 頁 修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第７節 避難対策 

   第１ 避難勧告・指示等 

風－４４ 

水防法の規定に基づく修正もの。 

１. 避難勧告・指示等の発令 

(1) 避難勧告・指示等の発令 

本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、必要と認める地域の居住

者、滞在者その他の者に対し、避難のための立ち退き又は屋内での退避等安全確保を勧告

し、緊急を要すると認めるときは避難のための立ち退き又は屋内での退避等安全確保を指示

する。 

また、避難勧告・指示に先立ち、市民の避難準備と避難行動要支援者等の避難開始を促す

ため「避難準備・高齢者等避難開始」を伝達する。総括班は、本部長へ避難に関する情報を

伝達し、避難勧告・指示等の事務を行う。 

〈避難基準の目安〉 (略) 
 

１. 避難勧告・指示等の発令 

(1) 避難勧告・指示等の発令 

本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、必要と認める地域の居住者、

滞在者その他の者に対し、避難のための立ち退き又は屋内での退避等安全確保を勧告し、緊急

を要すると認めるときは避難のための立ち退き又は屋内での退避等安全確保を指示する。 

また、避難勧告・指示に先立ち、市民の避難準備と避難行動要支援者等の避難開始を促すた

め「避難準備・高齢者等避難開始」を伝達する。総括班は、本部長へ避難に関する情報を伝達

し、避難勧告・指示等の事務を行う。その際、避難勧告・指示等を夜間に発令する可能性が

ある場合には、避難行動をとりやすい時間帯における準備情報の提供に努める。また、災害

の状況に応じて避難勧告等を発令した上で、避難時の周囲の状況等により指定緊急避難場所

への移動を行うことがかえって危険を伴うと住民等自身が判断する場合は、「近隣の安全な

場所」への移動又は「屋内安全確保」を行うべきことについて、市町村は、住民等への周知

徹底に努めるものとする。 

〈避難基準の目安〉 (略) 
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修  正  前  修  正  後 
風水害編 頁 修 正 理 由 

第３章 災害応急対策計画 

 第７節 避難対策 

   第２ 支部連絡所の開設及び役割 

風－４７ 

水防法第 15条第 1項の規定に基づき、修正を行うもの。 

 

３．支部連絡所の役割 

支部連絡所の役割は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜支部連絡所の情報収集伝達体制＞ 

 
 

 

 

 

 

各指定避難所の情報の収集                 収集した情報の本部への報告 

本部からの情報の伝達                   本部からの指示 

 

 

ア 担当区域の情報収集に関すること及び情報伝達に関すること 

イ 担当区域の現状把握と対応策の検討 

ウ 指定避難所及び災害対策本部への通信連絡に関すること 

エ 指定避難所以外の避難住民の対応に関すること 

各指定避難所 
支部連絡所 

（被害状況等の 

とりまとめ） 

各指定避難所 
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修  正  前  修  正  後 
大規模事故編 頁  修 正 理 由 

第２章 大規模事故対策計画 

 第１節 放射性物質事故対策計画 

   第１ 基本方針 

大－５ 

  字句の修正 

．基本方針 

市及び県には、「原子力災害対策特別措置法（平成 11年法律第 156号）」（以下「原災法」

という。）に規定される原子力事業所の立地はないが、医療機関及び試験研究機関等の放射性同

位元素等使用事業所のほか、核原料物質使用事業所や核燃料物質使用事業所が存在している。 

また、原子力施設等の防災対策について（昭和 55年６月 30日原子力安全委員会決定）の「防

災対策を重点的に実施すべき地域の範囲（EPZ：Emergency Planning Zone）」「緊急防護措置を

準備する区域（UPZ：Urgent Protective Action Planning Zone」には入っていない。さらに、

核原料物質、核燃料物質又はこれらによって汚染された物質（以下「核燃料物質等」という。）

あるいは放射性同位元素又はこれらによって汚染された物質（以下「放射性同位元素等」とい

う。）の取扱や原子力艦寄港の状況を把握することも、国の所掌事項となっており、市及び県

は、核燃料物質等又は放射線同位元素等（以下「放射性物質」という。）の規制に関して法的権

限を有していない。 

しかし、平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に起因

する放射性物質等により、水道水の摂取制限や農産物の出荷制限など、市民の生活、社会経済活

動などに様々な影響が及んだ。 

これらを受け、「地域防災計画（大規模事故編）」に、放射性物質取扱事業所及び防災関係機

関の予防対策、事故発生時の対策について定める。 

なお、本計画を迅速かつ的確に推進するため、事故発生時等の具体的な対応などについては、

県が定めた「放射性物質事故対応マニュアル」を踏まえ、別途定める対応マニュアルによるもの

とする。 

また、県外の原子力事業所における事故については、原子力規制委員会にて決定された、原子

力災害対策指針に準じた対応をすることとする。 

 

核原料物質：（略） 

核燃料物質：（略） 

放射性同位元素：（略） 

原子力事業所：（略） 

核燃料物質使用事業所：（略） 

核原料物質使用事業所：（略） 

 

  １．基本方針 

市及び県には、「原子力災害対策特別措置法（平成 11年法律第 156号）」（以下「原災法」と

いう。）に規定される原子力事業所の立地はないが、医療機関及び試験研究機関等の放射性同位

元素等使用事業所のほか、核原料物質使用事業所や核燃料物質使用事業所が存在している。 

また、原子力施設等の防災対策について（昭和 55年６月 30日原子力安全委員会決定）の「防

災対策を重点的に実施すべき地域の範囲（EPZ：Emergency Planning Zone）」「緊急時防護措置

を準備する区域（UPZ：Urgent Protective Action Planning Zone」には入っていない。さらに、

核原料物質、核燃料物質又はこれらによって汚染された物質（以下「核燃料物質等」という。）

あるいは放射性同位元素又はこれらによって汚染された物質（以下「放射性同位元素等」とい

う。）の取扱や原子力艦寄港の状況を把握することも、国の所掌事項となっており、市及び県

は、核燃料物質等又は放射線同位元素等（以下「放射性物質」という。）の規制に関して法的権

限を有していない。 

しかし、平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に起因

する放射性物質等により、水道水の摂取制限や農産物の出荷制限など、市民の生活、社会経済活

動などに様々な影響が及んだ。 

これらを受け、「地域防災計画（大規模事故編）」に、放射性物質取扱事業所及び防災関係機

関の予防対策、事故発生時の対策について定める。 

なお、本計画を迅速かつ的確に推進するため、事故発生時等の具体的な対応などについては、

県が定めた「放射性物質事故対応マニュアル」を踏まえ、別途定める対応マニュアルによるもの

とする。 

また、県外の原子力事業所における事故については、原子力規制委員会にて決定された、原子

力災害対策指針に準じた対応をすることとする。 

 

核原料物質：（略） 

核燃料物質：（略） 

放射性同位元素：（略） 

原子力事業所：（略） 

核燃料物質使用事業所：（略） 

核原料物質使用事業所：（略） 
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修  正  前  

 
修  正  後 

大規模事故編 

第２章 大規模事故対策計画 

 第１節 放射性物質事故対策計画 

   第３ 応急対策計画 

頁 修 正 理 由 

大－８ 

「原子力災害対策指針」の策定に伴い修正するもの 

４．避難等の防護対策 

(略) 

 

〈OILと防護措置について〉 

原子力災害対策指針（平成 27年 8月） 
 
緊急防護措置 (略) 
 
早期防護措置 (略) 
 

飲
食
物
摂
取
制
限 

(略) (略) (略) (略) 

OIL６ 

経口摂取による

被ばく影響を防

止するため、飲

食物の摂取を制

限する際の基準 

核 種 

飲料水 

牛乳・乳

製品 

野菜類、 

穀類、肉、

卵、鳥、 

その他 

１週間内を目

途に飲食物中

の放射性核種

濃度の測定と

分析を行い、

基準を超える

ものにつき摂

取制限を迅速

に実施。 

放射性

ヨウ素 

300Bq/kg 2000Bq/kg 

放射性ｾ

ｼｳﾑ 

200Bq/kg 500Bq/kg 

ﾌﾟﾛﾄﾆｳﾑ

及び超ｳ

ﾗﾝ元素

のｱﾙﾌｧ

核種 

1Bq/kg 10Bq/kg 

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg 

(単位：μSv/h＝毎時マイクロシーベルト、Bq/kg＝ベクレル) 
 

４．避難等の防護対策 

(略) 

 

〈OILと防護措置について〉 

原子力災害対策指針（平成 29年 7 月） 

 
緊急防護措置 (略) 
 
早期防護措置 (略) 
 

飲
食
物
摂
取
制
限 

(略) (略) (略) (略) 

OIL６ 

経口摂取による

被ばく影響を防

止するため、飲

食物の摂取を制

限する際の基準 

核 種 

飲料水 

牛乳・乳

製品 

野菜類、 

穀類、肉、

卵、鳥、 

その他 

１週間内を目

途に飲食物中

の放射性核種

濃度の測定と

分析を行い、

基準を超える

ものにつき摂

取制限を迅速

に実施。 

放射性

ヨウ素 

300Bq/kg 2000Bq/kg 

放射性ｾ

ｼｳﾑ 

200Bq/kg 500Bq/kg 

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ

及び超ｳ

ﾗﾝ元素

のｱﾙﾌｧ

核種 

1Bq/kg 10Bq/kg 

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg 

(単位：μSv/h＝毎時マイクロシーベルト、Bq/kg＝ベクレル) 
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修  正  前  修  正  後 
大規模事故編 頁  修 正 理 由 

第２章 大規模事故対策計画 

 第２節 大規模断水対策 

   第３ 応急対策計画 

大－１３ 

 広報手段を追加するもの 

１．応急活動体制 (略) 

 

２．応急給水活動 (略) 

 

３. 災害広報等 

(1) コールセンターの設置 (略) 

 

(2) 広報活動 

広報班は、断水発生状況や給水活動の実施予定について、防災行政無線、ホームページへ

の掲載等による広報活動を行う。 

 

   (略) 

 

(3) トイレ対策 (略) 

 

(4) 応援要請 (略) 

 

 １．応急活動体制 (略) 

 

２．応急給水活動 (略) 

 

３．災害広報等 

 (1) コールセンターの設置 (略) 

 

 (2) 広報活動 

広報班は、断水発生状況や給水活動の実施予定について、防災行政無線、ホームページへの

掲載やメール、ツイッターの配信等による広報活動を行う。 

 

      (略) 

 

(3) トイレ対策  (略) 

 

 (4) 応援要請 (略) 
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修  正  前  修  正  後 
大規模事故編 頁  修 正 理 由 

第２章 大規模事故対策計画 

 第３節 大規模火災対策 

   第３ 応急対策計画 

大－１６ 

 広報手段を追加するもの 

１． 応急活動体制 (略) 

 

２． 情報収集・伝達体制 (略) 

 

３．広報活動 

広報班は、火災発生状況や地域への影響等について、防災行政無線、メール、ホームページ等

による広報活動を行う。 

 

４． 避難 (略) 

 

５．消防活動 (略) 

 

６．救急救助 (略) 

 

７． 交通規制 (略) 

 

８． 救援・救護 (略) 

 １． 応急活動体制 (略) 

 

２． 情報収集・伝達体制 (略) 

 

３． 広報活動 

広報班は、火災発生状況や地域への影響等について、防災行政無線、メール、ホームページ、

ツイッター等による広報活動を行う。 

 

４． 避難 (略) 

 

５．消防活動 (略) 

 

６．救急救助 (略) 

 

７． 交通規制 (略) 

 

８． 救援・救護 (略) 
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修  正  前  修  正  後 
大規模事故編 頁  修 正 理 由 

第２章 大規模事故対策計画 

 第４節 林野火災対策 

   第２ 予防計画 

大－１７ 

 広報手段を追加するもの 

１. 広報宣伝 

(1) 広報などによる注意 

消防本部は、市報、防災行政無線、ホームページ等を利用し、林野火災予防に対する市民

意識を喚起する。 

(2) 学校教育による指導 

(略) 

 

２． 法令による規制 (略) 

 

３． 林野の整備 (略) 

 

４． 消防体制の確立 (略) 

 

 １． 広報宣伝 

(1) 広報などによる注意 

消防本部は、市報、防災行政無線、メール、ホームページ等を利用し、林野火災予防に対す

る市民意識を喚起する。 

(2) 学校教育による指導 

(略) 

 

２． 法令による規制 (略) 

 

３． 林野の整備 (略) 

  

４． 消防体制の確立  (略) 
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修  正  前  修  正  後 
大規模事故編 頁  修 正 理 由 

第２章 大規模事故対策計画 

 第５節 危険物等災害対策計画 

   第３ 応急対策計画 

大－２０ 

 広報手段を追加するもの 

１. 応急活動体制 (略) 

 

２. 情報収集・伝達体制 (略) 

 

３. 広報活動 

広報班は、事故発生状況や地域への影響等について、防災行政無線、メール、ホームページ等

による広報活動を行う。 

 

４. 避難 

総括班は、火災等が拡大し危険な区域、有毒物質の拡散等が予想される地区に対し、避難勧告

又は避難指示を伝達し、安全な地域に開設する指定避難所を指定する。 

避難所班は、指定避難所を開設し避難者の受入れを行う。 

自主防災組織等は、避難誘導にあたっては、指定避難所、避難路及び災害危険箇所等の所在並

びに災害の概要、その他避難に関する情報の提供に努める。 

また、野田警察署は、避難勧告・指示及び避難誘導について協力するものとする。 

 

５. 消防活動 (略) 

 

６. 救急救助 (略) 

 

７. 交通規制 (略) 

 

８. 救護・救援 (略) 

 １. 応急活動体制 (略) 

 

２. 情報収集・伝達体制 (略) 

 

３. 広報活動 

広報班は、事故発生状況や地域への影響等について、防災行政無線、メール、ホームページ、

ツイッター等による広報活動を行う。 

 

４. 避難 

総括班は、火災等が拡大し危険な区域、有毒物質の拡散等が予想される地区に対し、避難勧告

又は避難指示(緊急)を伝達し、安全な地域に開設する指定避難所を指定する。 

避難所班は、指定避難所を開設し避難者の受入れを行う。 

自主防災組織等は、避難誘導にあたっては、指定避難所、避難路及び災害危険箇所等の所在並

びに災害の概要、その他避難に関する情報の提供に努める。 

また、野田警察署は、避難勧告・指示及び避難誘導について協力するものとする。 

 

５. 消防活動 (略) 

 

６. 救急救助 (略) 

 

７. 交通規制 (略) 

 

８. 救護・救援 (略) 
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修  正  前  修  正  後 
大規模事故編 頁  修 正 理 由 

第２章 大規模事故対策計画 

 第６節 航空機災害対策計画 

   第３ 応急対策計画 

大－２１ 

 広報手段を追加するもの 

１. 応急活動体制 (略) 

 
２. 情報収集・伝達体制 (略) 

 

３. 広報活動 

広報班は、事故発生状況や地域への影響等について、防災行政無線、メール、ホームページ等によ

る広報活動を行う。 

 １. 応急活動体制 (略) 

 
２. 情報収集・伝達体制 (略) 

 

３. 広報活動 

広報班は、事故発生状況や地域への影響等について、防災行政無線、メール、ホームページ、ツイッ

ター等による広報活動を行う。 
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修  正  前  修  正  後 
大規模事故編 頁  修 正 理 由 

第２章 大規模事故対策計画 

 第６節 航空機災害対策計画 

   第３ 応急対策計画 

大－２２ 

 組織の記入を変更するもの 

４. 避難 (略) 

 

５. 消防活動 (略) 

 

６. 救急救助 

消防本部は、災害現場における救助活動を実施するほか、負傷者等を医療機関に搬送する。 

また、被害状況の把握に努め、必要に応じて国、県及び他の市町村に応援要請をする。民間か

らは、救助用資機材等を確保し効率的な救急救助活動を行う。 

負傷者の救護は、災害現場に医療救護所を設置し、県医師会、県歯科医師会、野田市医師会、

野田市歯科医師会、日赤千葉県支部等が派遣する救護班の協力を得て、トリアージ、応急措置を

行った後、医療機関に搬送する。 

 

７. 交通規制 (略) 

 

８. 遺体の収容 (略) 

 

９. 防疫・清掃 (略) 

 

１０．その他支援 (略) 

 

 

 ４. 避難 (略) 

 

５. 消防活動 (略) 

 

６. 救急救助 

消防本部は、災害現場における救助活動を実施するほか、負傷者等を医療機関に搬送する。 

また、被害状況の把握に努め、必要に応じて国、県及び他の市町村に応援要請をする。民間か

らは、救助用資機材等を確保し効率的な救急救助活動を行う。 

負傷者の救護は、災害現場に医療救護所を設置し、県医師会、県歯科医師会、野田市医師会、

野田市歯科医師会、日本赤十字社千葉県支部等が派遣する救護班の協力を得て、トリアージ、応

急措置を行った後、医療機関に搬送する。 

 

７. 交通規制 (略) 

 

８. 遺体の収容 (略) 

 

９. 防疫・清掃 (略) 

 

１０．その他支援 (略) 
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修  正  前  修  正  後 
大規模事故編 頁  修 正 理 由 

第２章 大規模事故対策計画 

 第７節 鉄道災害対策計画 

   第３ 応急対策計画 

大－２４ 

 広報手段を追加するもの 

３．広報活動 

広報班は、事故発生状況や地域への影響等について、防災行政無線、メール、ホームページ等

による広報活動を行う。 

 

４．避難 (略) 

 

５．消防活動 (略) 

 

６．救助・救護活動 

東武鉄道株式会社は、事故災害発生直後における負傷者の救助・救急活動を行うとともに、必

要に応じて救助・救急活動を実施機関に協力要請する。 

消火・救助班は、乗客、地域住民救出のため救出班を編成し、必要な救助用資機材等を投入し

て救出にあたる。また、民間からは、救助用資機材等を確保し、効率的な救急救助活動を行う。 

医療救護班は、負傷者の救護のため災害現場に救護所を設置し、野田市医師会、野田市歯科医

師会、県医師会、県歯科医師会、日赤千葉県支部等が派遣する救護班の協力を得て、トリアー

ジ、応急措置を行った後、救急指定病院又は災害拠点病院等に搬送する。 

 

７．交通規制 (略) 

 

８．東武鉄道株式会社の応急・復旧対策 (略) 

 

 ３．広報活動 

広報班は、事故発生状況や地域への影響等について、防災行政無線、メール、ホームページ、

ツイッター等による広報活動を行う。 

 

４．避難 (略) 

 

５．消防活動 (略) 

 

６．救助・救護活動 

東武鉄道株式会社は、事故災害発生直後における負傷者の救助・救急活動を行うとともに、必

要に応じて救助・救急活動を実施機関に協力要請する。 

消火・救助班は、乗客、地域住民救出のため救出班を編成し、必要な救助用資機材等を投入し

て救出にあたる。また、民間からは、救助用資機材等を確保し、効率的な救急救助活動を行う。 

医療救護班は、負傷者の救護のため災害現場に救護所を設置し、野田市医師会、野田市歯科医

師会、県医師会、県歯科医師会、日本赤十字社千葉県支部等が派遣する救護班の協力を得て、ト

リアージ、応急措置を行った後、救急指定病院又は災害拠点病院等に搬送する。 

 

７．交通規制 (略) 

 

８．東武鉄道株式会社の応急・復旧対策 (略) 
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修  正  前  修  正  後 
大規模事故編 頁  修 正 理 由 

第２章 大規模事故対策計画 

 第８節 道路災害対策計画 

   第３ 応急対策計画 

大－２６ 

 広報手段を追加するもの 

 

３．広報活動 

広報班は、事故発生状況や地域への影響等について、防災行政無線、メール、ホームページ等

による広報活動を行う。 

 

４．避難 

総括班は、有毒物質の拡散等が予想される地区に対しては、避難勧告又は避難指示を伝達し、

安全な地域に開設する指定避難所を指定する。避難所班は、指定避難所を開設し避難者の受入れ

を行う。 

消防団、自主防災組織等は、避難誘導に際し、指定避難所、避難路及び災害危険箇所等の所在

並びに災害の概要、その他避難に関する情報の提供に努める。 

また、野田警察署は、避難勧告・指示及び避難誘導について協力するものとする。 

 

５．消防活動 (略) 

 

６．救急救助 (略) 

 

７．交通規制 (略) 

 

  

３．広報活動 

広報班は、事故発生状況や地域への影響等について、防災行政無線、メール、ホームページ、

ツイッター等による広報活動を行う。 

 

４．避難 

総括班は、有毒物質の拡散等が予想される地区に対しては、避難勧告又は避難指示(緊急)を伝

達し、安全な地域に開設する指定避難所を指定する。避難所班は、指定避難所を開設し避難者の

受入れを行う。 

消防団、自主防災組織等は、避難誘導に際し、指定避難所、避難路及び災害危険箇所等の所在

並びに災害の概要、その他避難に関する情報の提供に努める。 

また、野田警察署は、避難勧告・指示及び避難誘導について協力するものとする。 

 

５．消防活動 (略) 

 

６．救急救助 (略) 

 

７．交通規制 (略) 
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修  正  前  修  正  後 
資料編 頁  修 正 理 由 

２ 自主防災 

 資料２－２ 野田市自主防災組織一覧 資－１９～２３ 
  新たに結成された自主防災組織の追加するもの 

 
地区  組 織 名 結成年月日 

関宿北部 (略) (略) (略) 

関宿中部 (略) (略) (略) 

関宿南部 (略) (略) (略) 

川間 (略) (略) (略) 

北部 (略) (略) (略) 

中央 

118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
 

鹿島町自主防災組織会 
上花輪第一自治会防災会 
上花輪４－１自主防災組合 
清水第１自治会防災部 
清水第２自治会防災会 
清水第３町内自主防災会 
清水第４防災会 
清水第５自治会自主防災会 
清水第６自治会自主防災会 
清水第７自治会防災委員会 
清水第八自治会防災会 
清水第１１自治会自主防災会 
すみらんど自主防災会 
太子堂第一自治会防災会 
太子堂第二自治会防災会 
太子堂第三自治会防災会 
太子堂第４防災会 
太子堂第五自治会防災会 
堤台第１自治会防災会 
堤台第２自治会防災会 
堤台第３自治会防災会 
つつみ野自治会防災会 
仲町区第１自治会防災会 
仲町区第２自治会防災会 
仲町区第３自治会防災会 
 

平成25年４月21日 
平成28年11月29日 
平成23年７月15日 
平成９年８月27日 
平成27年９月１日 
平成９年５月７日 
平成９年７月16日 
平成８年７月８日 
平成21年５月29日 
平成８年３月11日 
平成18年12月６日 
平成９年７月18日 
平成12年４月21日 
平成27年４月１日 
平成27年５月22日 
平成27年４月４日 
平成８年２月15日 
平成27年４月21日 
平成28年１月27日 
平成28年１月19日 
平成28年１月19日 
平成23年６月１日 
平成27年５月24日 
平成27年５月24日 
平成27年５月24日 

 

 

  
地区  組 織 名 結成年月日 

関宿北部 (略) (略) (略) 

関宿中部 (略) (略) (略) 

関宿南部 (略) (略) (略) 

川間 (略) (略) (略) 

北部 (略) (略) (略) 

中央 

118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

鹿島町自主防災組織会 
上花輪第一自治会防災会 
上花輪４－１自主防災組合 
清水第１自治会防災部 
清水第２自治会防災会 
清水第３町内自主防災会 
清水第４防災会 
清水第５自治会自主防災会 
清水第６自治会自主防災会 
清水第７自治会防災委員会 
清水第八自治会防災会 
清水第１１自治会自主防災会 
下町区１－１自治会防災会 
下町区第１の２自治会防災会 
下町区２の１自治会防災会 
下町区２の２自治会防災会 
下町区第３自治会防災会 
下町区第４自治会防災会 
下町区第５自治会防災会 
すみらんど自主防災会 
太子堂第一自治会防災会 
太子堂第二自治会防災会 
太子堂第三自治会防災会 
太子堂第４防災会 
太子堂第五自治会防災会 
堤台第１自治会防災会 
堤台第２自治会防災会 
堤台第３自治会防災会 
つつみ野自治会防災会 
仲町区第１自治会防災会 
仲町区第２自治会防災会 
仲町区第３自治会防災会 

平成25年４月21日 
平成28年11月29日 
平成23年７月15日 
平成９年８月27日 
平成27年９月１日 
平成９年５月７日 
平成９年７月16日 
平成８年７月８日 
平成21年５月29日 
平成８年３月11日 
平成18年12月６日 
平成９年７月18日 
平成29年４月23日 
平成29年４月23日 
平成29年４月23日 
平成29年４月23日 
平成29年４月23日 
平成29年４月23日 
平成29年４月23日 
平成12年４月21日 
平成27年４月１日 
平成27年５月22日 
平成27年４月４日 
平成８年２月15日 
平成27年４月21日 
平成28年１月27日 
平成28年１月19日 
平成28年１月19日 
平成23年６月１日 
平成27年５月24日 
平成27年５月24日 
平成27年５月24日 
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修  正  前  修  正  後 
資料編 頁  修 正 理 由 

２ 自主防災 

 資料２－２ 野田市自主防災組織一覧 資－１９～２３ 
  新たに結成された自主防災組織の追加するもの 

 
地区  組 織 名 結成年月日 

東部 

143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 

仲町区第４自治会防災会 
仲町区第５自治会防災会 
中野台第1自治会自主防災会 
中野台第４自治会自主防災会 
中野台第９防災会 
野田桜の里四季のまちⅠ防災会 
ほのぼの自治会自主防災会 
鶴奉第一自治会防災会 
鶴奉第２自治会自主防災会 
ドリームマークス自主防災組織 
中根第１自治会防災会 
中根第２自治会自主防災会 
中根第３自治会自主防災会 
中根第４自治会自主防災会 
中根第６自治会自主防災会 
中根第７自治会自主防災会 
中根第９自治会自主防災会 
中根第１３自治会自主防災会 
中根第１４自治会自主防災会 
中根ロータリーパレス野田自主防災会 
宮崎第３防災会 
宮崎第５自治会自主防災組織 
目吹４区自治会防災会 
柳沢第１自治会自主防災会 
柳沢第２自治会自主防災会 
柳沢第３・第８自主防災会 

平成27年５月24日 
平成27年５月24日 
平成21年４月23日 
平成10年11月10日 
平成12年７月26日 
平成25年12月１日 
平成28年１月24日 
平成27年４月１日 
平成12年12月20日 
平成26年12月１日 
平成22年７月１日 
平成18年４月21日 
平成17年９月14日 
平成20年７月10日 
平成18年４月28日 
平成19年６月１日 
平成21年７月６日 
平成20年７月８日 
平成20年４月１日 
平成20年７月15日 
平成８年２月19日 
平成28年９月１日 
平成10年３月31日 
平成10年９月８日 
平成９年５月６日 
平成10年９月９日 

南部 

169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 

今上上下谷自治会防災会 
梅ヶ丘自治会自主防災会 
運河台自治会自主防災会 
永大団地自主防災会 
大崎自主防災会 
大和田自治会自主防災会 
県営野田山崎防災会 
交通公社うめさと団地自治会自主防災会 
桜木自主防災会 
桜台自主防災会 
里区自治会自主防災会 
宿自治会防災会 
大成防災会 
チサンマンション野田自主防災会 
堤根自治会自主防災会 
東和リバーサイド野田防災会 
西大和田第二自治会防災会 
西大和田第三自治会自主防災会 
野田山崎第二県営住宅自治会防災組織 

平成25年７月６日 
平成18年６月５日 
平成18年２月22日 
平成24年５月14日 
平成24年３月５日 
平成22年５月６日 
平成22年３月30日 
平成21年８月６日 
平成17年12月15日 
平成19年６月25日 
平成17年４月１日 
平成28年４月17日 
平成18年３月27日 
平成19年６月19日 
平成８年２月14日 
平成10年９月24日 
平成25年８月30日 
平成24年10月４日 
平成25年６月15日 

 

  
地区  組 織 名 結成年月日 
東部 150 

151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 

仲町区第４自治会防災会 
仲町区第５自治会防災会 
中野台第1自治会自主防災会 
中野台第４自治会自主防災会 
中野台第９防災会 
野田桜の里四季のまちⅠ防災会 
ほのぼの自治会自主防災会 
鶴奉第一自治会防災会 
鶴奉第２自治会自主防災会 
ドリームマークス自主防災組織 
中根第１自治会防災会 
中根第２自治会自主防災会 
中根第３自治会自主防災会 
中根第４自治会自主防災会 
中根第６自治会自主防災会 
中根第７自治会自主防災会 
中根第９自治会自主防災会 
中根第１３自治会自主防災会 
中根第１４自治会自主防災会 
中根ロータリーパレス野田自主防災会 
宮崎第３防災会 
宮崎第５自治会自主防災組織 
目吹４区自治会防災会 
柳沢第１自治会自主防災会 
柳沢第２自治会自主防災会 
柳沢第３・第８自主防災会 
横内自治会防災会 

平成27年５月24日 
平成27年５月24日 
平成21年４月23日 
平成10年11月10日 
平成12年７月26日 
平成25年12月１日 
平成28年１月24日 
平成27年４月１日 
平成12年12月20日 
平成26年12月１日 
平成22年７月１日 
平成18年４月21日 
平成17年９月14日 
平成20年７月10日 
平成18年４月28日 
平成19年６月１日 
平成21年７月６日 
平成20年７月８日 
平成20年４月１日 
平成20年７月15日 
平成８年２月19日 
平成28年９月１日 
平成10年３月31日 
平成10年９月８日 
平成９年５月６日 
平成10年９月９日 
平成29年４月１日 

南部 177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 

今上上下谷自治会防災会 
梅ヶ丘自治会自主防災会 
運河台自治会自主防災会 
永大団地自主防災会 
大崎自主防災会 
大和田自治会自主防災会 
桐ヶ丘自治会自主防災会 
県営野田山崎防災会 
交通公社うめさと団地自治会自主防災会 
桜木自主防災会 
桜台自主防災会 
里区自治会自主防災会 
宿自治会防災会 
新花井自治会防災会 
大成防災会 
チサンマンション野田自主防災会 
堤根自治会自主防災会 
東和リバーサイド野田防災会 
西大和田第二自治会防災会 
西大和田第三自治会自主防災会 
野田山崎第二県営住宅自治会防災組織 

平成25年７月６日 
平成18年６月５日 
平成18年２月22日 
平成24年５月14日 
平成24年３月５日 
平成22年５月６日 
平成29年４月９日 
平成22年３月30日 
平成21年８月６日 
平成17年12月15日 
平成19年６月25日 
平成17年４月１日 
平成28年４月17日 
平成29年４月23日 
平成18年３月27日 
平成19年６月19日 
平成８年２月14日 
平成10年９月24日 
平成25年８月30日 
平成24年10月４日 
平成25年６月15日 
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修  正  前  修  正  後 
資料編 頁  修 正 理 由 

２ 自主防災 

 資料２－２ 野田市自主防災組織一覧 資－１９～２３ 
  新たに結成された自主防災組織の追加するもの 

 
地区  組 織 名 結成年月日 

南部 

188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 

東大崎自治会自主防災会 
東新田自治会自主防災会 
ビューパレー野田梅郷自治会自主防災会 
松ヶ丘地区防災会 
山崎新田第一自治会自主防災会 
山崎新田団地第四自治会自主防災会 
山崎団地自治会自主防災会 
やまばと会防災会 
ライオンズガーデン野田梅郷防災会 
若葉台自治会自主防災会 

平成18年７月７日 
平成20年８月８日 
平成19年６月25日 
平成８年２月19日 
平成18年６月５日 
平成17年８月１日 
平成22年６月９日 
平成24年７月10日 
平成25年５月１日 
平成21年３月３日 

福田 

198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 

下町自主防災会 
白鷺梅郷住宅自治会防災組合 
野田梅郷自治会防災会 
灰毛自治会 
保木間自治会防災会 
本郷第１自治会自主防災会 
本郷第２自治会自主防災会 
三ツ堀防災会 
わかくさ台防災会 

平成９年４月28日 
平成９年９月18日 
平成８年７月24日 
平成８年３月19日 
平成29年２月１日 
平成22年５月18日 
平成22年５月18日 
平成13年２月28日 
平成23年９月２日 

合計  206組織  
 

  
地区  組 織 名 結成年月日 

南部 

198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 

花井東自治会自主防災組織 
東大崎自治会自主防災会 
東新田自治会自主防災会 
ビューパレー野田梅郷自治会自主防災会 
松ヶ丘地区防災会 
山崎新田第一自治会自主防災会 
山崎新田団地第四自治会自主防災会 
山崎団地自治会自主防災会 
やまばと会防災会 
ライオンズガーデン野田梅郷防災会 
若葉台自治会自主防災会 

平成29年５月29日 
平成18年７月７日 
平成20年８月８日 
平成19年６月25日 
平成８年２月19日 
平成18年６月５日 
平成17年８月１日 
平成22年６月９日 
平成24年７月10日 
平成25年５月１日 
平成21年３月３日 

福田 

209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 

下町自主防災会 
白鷺梅郷住宅自治会防災組合 
野田梅郷自治会防災会 
灰毛自治会 
保木間自治会防災会 
本郷第１自治会自主防災会 
本郷第２自治会自主防災会 
三ツ堀防災会 
わかくさ台防災会 

平成９年４月28日 
平成９年９月18日 
平成８年７月24日 
平成８年３月19日 
平成29年２月１日 
平成22年５月18日 
平成22年５月18日 
平成13年２月28日 
平成23年９月２日 

合計  217組織  
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修  正  前  修  正  後 
資料編 頁  修 正 理 由 

３ 情報連絡 

 資料３－５ 野田市防災行政無線戸別受信機設置場所一覧 資－４２ 
  設置場所を追加・修正するもの 

 

№ 設置場所（施設） 所在地（野田市） 

65 グループホームすずらん （関東介護サービス㈱） 野田市中里 1564-2 

66 
グループホームバンヤンツリー関宿 （㈲サンミルクサービ
ス） 

野田市木間ヶ瀬 4877-1 

67 グループホーム菜の花 （生活介護サービス㈱） 野田市宮崎 207-5 

68 
グループホームつつじの郷 ・ デイハウスつつじの郷（地

域福祉ネットサービス㈱） 
野田市東宝珠花 222 

69 麗翠堂グループホーム （㈲ワイオハ） 野田市瀬戸 965-1 

70 ケアハウスウェルフェア（社会福祉法人恵愛会） 野田市木間ヶ瀬 6129 

71 きららほーむ  ・  ヴィラほまれの家（社会福祉法人招福会） 野田市目吹 2011-3 

72 ここち野田（㈱べネッセスタイルケア） 野田市山崎 2210-7 

73 ブリスイン野田（㈱ユーフォリア） 野田市宮崎 81-6 

74 野田市立花輪保育所 野田市上花輪新町 14 

75 コビープリスクールあたご保育所(㈱コビーソシオ) 野田市宮崎 101-1 

76 野田市立東部保育所 野田市鶴奉 228 

77 野田市立南部保育所 野田市山崎 1214 

78 野田市立北部保育所 野田市谷津 682-2 

79 野田市立尾崎保育所 野田市尾崎 1714 

80 野田市立乳児保育所 野田市中野台 17 

81 野田市立木間ケ瀬保育所 野田市木間ヶ瀬 3152-1 

82 アスク古布内保育園（㈱日本保育サービス） 野田市古布内 1527-13 

83 聖華保育園（㈳聖華） 野田市上三ヶ尾 454-1 

84 
コビープリスクールのだ保育園（㈱コビーアンドアソシエ
イツ） 

野田市中野台 564-2 

85 
コビープリスクールせきやど保育園（㈱コビーアンドアソ

シエイツ） 
野田市なみき二丁目 3-3 

86 アスク七光台保育園（㈱日本保育サービス） 野田市谷津 367 

87 アスク川間保育園（㈱日本保育サービス） 野田市尾崎 853-1 

88 コビープリスクールさくらのさと保育園（㈳コビーソシオ） 野田市桜の里一丁目 1-5 

89 すくすく保育園（社会福祉法人すくすくどろんこの会） 野田市山崎 1952 

90 特別養護老人ホームいきいきタウン野田 野田市中根 193 

91 野田病院別棟付属施設 こすもす 野田市中里 1555－2 

92 特別養護老人ホーム 船形サルビア荘(社会福祉法人円融会) 野田市船形 297－2 
 

  

№ 設置場所（施設） 所在地（野田市） 

65 グループホームソラスト川間 （㈱ソラスト） 野田市中里 1564-2 

66 グループホームバンヤンツリー関宿 （㈲サンミルクサービス） 野田市木間ヶ瀬 4877-1 

67 グループホーム菜の花 （生活介護サービス㈱） 野田市宮崎 207-5 

68 （削除） （削除） 

69 麗翠堂グループホーム （㈲ワイオハ） 野田市瀬戸 965-1 

70 ケアハウスウェルフェア（社会福祉法人恵愛会） 野田市木間ヶ瀬 6129 

71 ヴィラほまれの家（社会福祉法人招福会） 野田市目吹 2011-3 

72 ここち野田（㈱べネッセスタイルケア） 野田市山崎 2210-7 

73 ブリスイン野田（（医療法人社団愛世会） ） 野田市宮崎 81-6 

74 野田市立花輪保育所 野田市上花輪新町 14 

75 コビープリスクールあたご保育所(㈱コビーソシオ) 野田市宮崎 101-1 

76 野田市立東部保育所 野田市鶴奉 228 

77 野田市立南部保育所 野田市山崎 1214 

78 野田市立北部保育所 野田市谷津 682-2 

79 野田市立尾崎保育所 野田市尾崎 1714 

80 野田市立乳児保育所 野田市中野台 17 

81 野田市立木間ケ瀬保育所 野田市木間ヶ瀬 3152-1 

82 アスク古布内保育園（㈱日本保育サービス） 野田市古布内 1527-13 

83 聖華保育園（㈳聖華） 野田市上三ヶ尾 454-1 

84 
コビープリスクールのだ保育園（㈱コビーアンドアソシエイ
ツ） 

野田市中野台 564-2 

85 
コビープリスクールせきやど保育園（㈱コビーアンドアソシエ
イツ） 

野田市なみき二丁目 3-3 

86 アスク七光台保育園（㈱日本保育サービス） 野田市谷津 367 

87 アスク川間保育園（㈱日本保育サービス） 野田市尾崎 853-1 

88 コビープリスクールさくらのさと保育園（㈳コビーソシオ） 野田市桜の里一丁目 1-5 

89 すくすく保育園（社会福祉法人すくすくどろんこの会） 野田市山崎 1952 

90 特別養護老人ホームいきいきタウンのだ（社会福祉法人ぱる） 野田市中根 193-12 

91 
野田病院居宅介護支援センターこすもす（医療法人社団真療
会） 

野田市中里 1554-1 

92 特別養護老人ホーム 船形サルビア荘(社会福祉法人円融会) 野田市船形 297－2 

93 グループホームゆりの木(社会福祉法人いちいの会) 野田市木間ケ瀬 3162 

94 ご長寿くらぶ 野田清水公園北館(㈱アーバンアーキテック) 野田市桜の里一丁目 1-16 
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修  正  前  修  正  後 
資料編 頁  修 正 理 由 

３ 情報連絡 

 資料３－８ 野田市防災用ＭＣＡ無線局番号簿 資－４７ 
  設置場所を追加するもの 

 
設置場所又は使用場所 呼出番号 

指定緊急避難場所 野田市立二川中学校 ３６０ 
指定緊急避難場所 野田市立関宿中学校 ３６１ 
指定緊急避難場所 千葉県立清水高等学校 ３７１ 
指定緊急避難場所 学校法人千葉武陽学園 西武台千葉高等学校 ３７２ 
指定緊急避難場所 千葉県立野田中央高等学校 ３７３ 
指定緊急避難場所 千葉県立関宿高等学校 ３７４ 

市施設 野田市立野田幼稚園 ３８１ 
指定緊急避難場所 野田市立関宿南部幼稚園 ３８２ 
指定緊急避難場所 野田市立関宿中部幼稚園 ３８３ 
指定緊急避難場所 私立関宿幼稚園 ３８４ 
指定緊急避難場所 野田市立木間ケ瀬保育所 ３８５ 
指定緊急避難場所 アスク古布内保育園 ３８６ 
指定緊急避難場所 東葛飾教育事務所東葛飾研修所 ３９１ 
指定緊急避難場所 千葉県立野田看護専門学校 ３９２ 
指定緊急避難場所 千葉県立関宿城博物館        ３９３ 

ライフライン 野田ガス(株) ４０１ 
ライフライン 東京電力パワーグリッド株式会社東葛支社野田事務所 ４０２ 
ライフライン 東日本電信電話(株)千葉事業部千葉西支店 ４０３ 
医療機関 小張総合病院 ４５１ 
医療機関 門倉医院 ４５２ 
医療機関 野田病院 ４５３ 
医療機関 キッコーマン総合病院 ４５４ 

指定緊急避難場所 東京理科大学 ５０１ 
指定緊急避難場所 (株)ユー・エス・エス ５０２ 
指定緊急避難場所 アルフレッサ ファーマ(株) ５０３ 

携帯局 災害対策本部活動用（16 台） ６０１～６１６ 
携帯局 指定緊急避難場所 関宿あおぞら広場 ６２１ 
携帯局 指定緊急避難場所 元町香取神社 ６２２ 
携帯局 指定緊急避難場所 下納谷浅間神社 ６２３ 
携帯局 指定緊急避難場所 古布内浄禅寺 ６２４ 
携帯局 指定緊急避難場所 飯塚白山神社 ６２５ 
携帯局 指定緊急避難場所 清水公園 ６２６ 
携帯局 指定緊急避難場所 旧専売公社跡地 ６２７ 
携帯局 指定緊急避難場所 愛宕神社 ６２８ 
携帯局 指定緊急避難場所 鹿島神社 ６２９ 
携帯局 指定緊急避難場所 キッコーマン野球場 ６３０ 
携帯局 指定緊急避難場所 朝日ヶ丘公園 ６３１ 
携帯局 野田市補修事務所 ６３２ 
携帯局 水道部（５台） ６４１～６４５ 
携帯局 複合老人ホーム野田市楽寿園 ６５１ 
携帯局 消防本部 警防課 ７１９ 
携帯局 消防署 中央分署 ７２９ 
携帯局 消防署 南分署 ７３９ 
携帯局 消防署 北分署 ７４９ 
携帯局 消防署 関宿分署 ７５９ 
携帯局 消防署 関宿北出張所 ７６９ 

車載局 災害対策活動用（21 台） 
８０１～８２６ 
８１１～８１２ 
８２１～８３３ 

車載局 市施設 水道部（５台）  ８４１～８４５ 

携帯局 消防団（56 台）     

９１１～９１７ 
９２１～９２８ 
９３１～９３５ 
９４１～９４６ 
９５１～９５６ 
９６１～９６８ 
９７１～９８６ 

 

  
設置場所又は使用場所 呼出番号 

指定緊急避難場所 野田市立二川中学校 ３６０ 
指定緊急避難場所 野田市立関宿中学校 ３６１ 
指定緊急避難場所 千葉県立清水高等学校 ３７１ 
指定緊急避難場所 学校法人千葉武陽学園 西武台千葉高等学校 ３７２ 
指定緊急避難場所 千葉県立野田中央高等学校 ３７３ 
指定緊急避難場所 千葉県立関宿高等学校 ３７４ 

市施設 野田市立野田幼稚園 ３８１ 
指定緊急避難場所 野田市立関宿南部幼稚園 ３８２ 
指定緊急避難場所 野田市立関宿中部幼稚園 ３８３ 
指定緊急避難場所 私立関宿幼稚園 ３８４ 
指定緊急避難場所 野田市立木間ケ瀬保育所 ３８５ 
指定緊急避難場所 アスク古布内保育園 ３８６ 
指定緊急避難場所 東葛飾教育事務所東葛飾研修所 ３９１ 
指定緊急避難場所 千葉県立野田看護専門学校 ３９２ 
指定緊急避難場所 千葉県立関宿城博物館        ３９３ 

ライフライン 野田ガス(株) ４０１ 
ライフライン 東京電力パワーグリッド株式会社東葛支社野田事務所 ４０２ 
ライフライン 東日本電信電話(株)千葉事業部千葉西支店 ４０３ 
医療機関 小張総合病院 ４５１ 
医療機関 門倉医院 ４５２ 
医療機関 野田病院 ４５３ 
医療機関 キッコーマン総合病院 ４５４ 
医療機関 東葛飾病院 ４５５ 
医療機関 野田中央病院 ４５６ 

指定緊急避難場所 東京理科大学 ５０１ 
指定緊急避難場所 (株)ユー・エス・エス ５０２ 
指定緊急避難場所 アルフレッサ ファーマ(株) ５０３ 

携帯局 災害対策本部活動用（16 台） ６０１～６１６ 
携帯局 指定緊急避難場所 関宿あおぞら広場 ６２１ 
携帯局 指定緊急避難場所 元町香取神社 ６２２ 
携帯局 指定緊急避難場所 下納谷浅間神社 ６２３ 
携帯局 指定緊急避難場所 古布内浄禅寺 ６２４ 
携帯局 指定緊急避難場所 飯塚白山神社 ６２５ 
携帯局 指定緊急避難場所 清水公園 ６２６ 
携帯局 指定緊急避難場所 旧専売公社跡地 ６２７ 
携帯局 指定緊急避難場所 愛宕神社 ６２８ 
携帯局 指定緊急避難場所 鹿島神社 ６２９ 
携帯局 指定緊急避難場所 キッコーマン野球場 ６３０ 
携帯局 指定緊急避難場所 朝日ヶ丘公園 ６３１ 
携帯局 野田市補修事務所 ６３２ 
携帯局 水道部（５台） ６４１～６４５ 
携帯局 複合老人ホーム野田市楽寿園 ６５１ 
携帯局 消防本部 警防課 ７１９ 
携帯局 消防署 中央分署 ７２９ 
携帯局 消防署 南分署 ７３９ 
携帯局 消防署 北分署 ７４９ 
携帯局 消防署 関宿分署 ７５９ 
携帯局 消防署 関宿北出張所 ７６９ 
携帯局 消防署(緊急車両) ７８１ 
携帯局 消防署 中央分署（緊急車両） ７８２ 
携帯局 消防署 北分署（緊急車両） ７８３ 
携帯局 消防署 南分署（緊急車両） ７８４ 
携帯局 消防署 関宿分署（緊急車両） ７８５ 
携帯局 消防署 関宿分署（緊急車両） ７８６ 
携帯局 消防署 関宿北出張所（緊急車両） ７８７ 
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修  正  前  修  正  後 
資料編 頁  修 正 理 由 

４ 指定緊急避難場所・防災関連施設等 

 資料４－１ 指定緊急避難場所一覧 資－５５ 
 所在地を修正するもの 

○指定緊急避難場所一覧[地震・大規模事故対応] 

指
定
避
難
所 

 

避
難
所 

地 

区 
№ 指定緊急避難場所名 

所 在 地 

電話番号 

収容 

施設 

面積  

(㎡) 

有効率

（％） 

1人当

たり

面積

(㎡) 

収容 

人員 

☆ 

 

18 野田市いちいのホール 

野田市東宝珠

花 237-1 

関宿支所

(7198)1111 

関宿ｺﾐｭﾆﾃｨ会

館 (7198) 

1941 

建物 4,604 65 3.3 906 

駐車場 2,767 70 2.0 968 

☆ 19 野田市関宿中央公民館 

野田市東宝珠

花 253-1 

(7196)2166 

建物 1,125 65 3.3 221 

☆ 20 野田市関宿保健センター 

野田市東宝珠

花 260‐1 

(7198)5011 

建物 2,750 65 3.3 541 

☆ 21 野田市立関宿中央小学校 

野田市東宝珠

花 234‐1 

(7198)4321 

校舎 3,699 65 3.3 728 

校庭 9,876 70 2.0 3,456 

体育館 795 70 3.3 168 
 

  

指
定
避
難
所 

 

避
難
所 

地 

区 
№ 指定緊急避難場所名 

所 在 地 

電話番号 

収容 

施設 

面積  

(㎡) 

有効率

（％） 

1人当

たり

面積

(㎡) 

収容 

人員 

☆ 

 

18 野田市いちいのホール 

野田市東宝珠

花 237-1 

関宿支所

(7198)1111 

関宿ｺﾐｭﾆﾃｨ会

館 (7198) 

1941 

建物 4,604 65 3.3 906 

駐車場 2,767 70 2.0 968 

☆ 19 野田市関宿中央公民館 

野田市東宝珠

花 253-1 

(7198)2166 

建物 1,125 65 3.3 221 

☆ 20 野田市関宿保健センター 

野田市東宝珠

花 260‐1 

(7198)5011 

建物 2,750 65 3.3 541 

☆ 21 野田市立関宿中央小学校 

野田市東宝珠

花 234‐1 

(7198)4321 

校舎 3,699 65 3.3 728 

校庭 9,876 70 2.0 3,456 

体育館 795 70 3.3 168 
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修  正  前  修  正  後 
資料編 頁  修 正 理 由 

４ 指定緊急避難場所・防災関連施設等 

 資料４－１ 指定緊急避難場所一覧 資－５７ 
 所在地を修正するもの 

○指定緊急避難場所一覧[地震・大規模事故対応] 

指
定
避
難
所 

 

避
難
所 

地 

区 
№ 指定緊急避難場所名 

所 在 地 

電話番号 

収容 

施設 

面積  

(㎡) 

有効率

（％） 

1人当

たり 

面積

(㎡) 

収容 

人員 

  

 

56 
東葛飾教育事務所 

東葛飾研修所 

野田市柳沢

53 

(7124)4148 

駐車場 2,318 70 2.0 811 

  57 野田市文化センター 

野田市鶴奉

5-1 

(7124)1555 

駐車場 7,068 70 2.0 2,473 

☆ 58 野田市立宮崎小学校 

野田市宮崎

55 

(7122)2362 

校舎 3,516 65 3.3 692 

校庭 7,849 70 2.0 2,747 

体育館 796 70 3.3 168 

☆ 59 野田市立第二中学校 

野田市中根

139 

(7122)5534 

校舎 5,255 65 3.3 1,035 

校庭 16,053 70 2.0 5,618 

体育館 1,426 70 3.3 302 

☆ 

東
部
地
区 

60 野田市東部公民館 

野田市鶴奉 

174-1 

(7122)4202 

建物 674 65 3.3 132 

運動場 1,200 70 2.0 420 

☆ 61 野田市立東部中学校 

野田市目吹

1500 

(7122)3015 

校舎 4,547 65 3.3 895 

校庭 15,404 70 2.0 5,391 

体育館 751 70 3.3 159 

☆ 62 野田市立東部小学校 

野田市鶴奉

220 

(7122)3004 

校舎 4,392 65 3.3 865 

校庭 8,549 70 2.0 2,992 

体育館 608 70 3.3 128 

☆ 63 
千葉県立野田看護専門

学校 

野田市中根 

316-1 

(7121)0222 

校舎 6,862 65 3.3 1,351 

敷地 23,200 70 2.0 8,120 

体育館 986 70 3.3 209 
 

  

指
定
避
難
所 

 

避
難
所 

地 

区 
№ 指定緊急避難場所名 

所 在 地 

電話番号 

収容 

施設 

面積  

(㎡) 

有効率

（％） 

1人当

たり 

面積

(㎡) 

収容 

人員 

  

 

56 
東葛飾教育事務所 

東葛飾研修所 

野田市柳沢

53 

(7124)4148 

駐車場 2,318 70 2.0 811 

  57 野田市文化センター 

野田市鶴奉

5-1 

(7124)1555 

駐車場 7,068 70 2.0 2,473 

☆ 58 野田市立宮崎小学校 

野田市宮崎

55 

(7122)2362 

校舎 3,516 65 3.3 692 

校庭 7,849 70 2.0 2,747 

体育館 796 70 3.3 168 

☆ 59 野田市立第二中学校 

野田市中根

139 

(7122)5534 

校舎 5,255 65 3.3 1,035 

校庭 16,053 70 2.0 5,618 

体育館 1,426 70 3.3 302 

☆ 

東
部
地
区 

60 野田市東部公民館 

野田市鶴奉 

174-4 

(7122)4202 

建物 674 65 3.3 132 

運動場 1,200 70 2.0 420 

☆ 61 野田市立東部中学校 

野田市目吹

1500 

(7122)3015 

校舎 4,547 65 3.3 895 

校庭 15,404 70 2.0 5,391 

体育館 751 70 3.3 159 

☆ 62 野田市立東部小学校 

野田市鶴奉

220 

(7122)3004 

校舎 4,392 65 3.3 865 

校庭 8,549 70 2.0 2,992 

体育館 608 70 3.3 128 

☆ 63 
千葉県立野田看護専門

学校 

野田市中根 

316-1 

(7121)0222 

校舎 6,862 65 3.3 1,351 

敷地 23,200 70 2.0 8,120 

体育館 986 70 3.3 209 
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84 

修  正  前  修  正  後 
資料編 

４ 指定緊急避難場所・防災関連施設等 

 資料４－１ 指定緊急避難場所一覧 

頁 修 正 理 由 

資－５９ 
所在地を修正するもの 

 
○指定緊急避難場所一覧[土砂災害対応] 

指
定
避
難
所 

 

避
難
所 地 

区 
№ 指定緊急避難場所名 

所 在 地 

電話番号 

収容 

施設 

面積  

(㎡) 

有効率

（％） 

1人当

たり 

面積

(㎡) 

収容 

人員 

☆ 

市

内

一

円 

1 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 2 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 
3 

野田市関宿中央公民

館 

野田市東宝珠

花 253-1 

(7196)2166 

建物 1,125 65 3.3 221 

☆ 4 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 5 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 6 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 7 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 8 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 
9 野田市東部公民館 

野田市鶴奉 

174-1 

(7122)4202 

建物 674 65 3.3 132 

☆ 10 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 11 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○指定緊急避難場所一覧[土砂災害対応] 

指
定
避
難
所 

 

避
難
所 地 

区 
№ 指定緊急避難場所名 

所 在 地 

電話番号 

収容 

施設 

面積  

(㎡) 

有効率

（％） 

1人当

たり 

面積

(㎡) 

収容 

人員 

☆ 

市

内

一

円 

1 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 2 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 
3 

野田市関宿中央公民

館 

野田市東宝珠

花 253-1 

(7198)2166 

建物 1,125 65 3.3 221 

☆ 4 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 5 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 6 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 7 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 8 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 
9 野田市東部公民館 

野田市鶴奉 

174-4 

(7122)4202 

建物 674 65 3.3 132 

☆ 10 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

☆ 11 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 
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85 

修  正  前  修  正  後 
資料編 頁  修 正 理 由 

４ 指定緊急避難場所・防災関連施設等 

 資料４－１ 指定緊急避難場所一覧 資－６１ 
 所在地を修正するもの 

○指定緊急避難場所一覧[洪水対応] 

大字 指定避難所 所 在 地 電話番号 

浸水時

に利用

できる

階 

目吹､金杉､鶴奉､柳沢､宮

崎、横内､中根､大殿井 

野田市立柳沢小学校 野田市柳沢 139 
04-7124-

6234 
全て 

野田市東部公民館 
野田市鶴奉 

174-1 

04-7122-

4202 
全て 

野田市立東部中学校 野田市目吹 1500 
04-7122-

3015 
全て 

野田市立東部小学校 野田市鶴奉 220 
04-7122-

3004 
全て 

東葛飾教育事務所 

東葛飾研修所 
野田市柳沢 53 

04-7124-

4148 
全て 

野田市文化センター 野田市鶴奉 5-1 
04-7124-

1555 
全て 

野田市立宮崎小学校 野田市宮崎 55 
04-7122-

2362 
全て 

野田市立第二中学校 野田市中根 139 
04-7122-

5534 
全て 

千葉県立野田看護専

門学校 

野田市中根 316

－1 

04-7121-

0222 
全て 

野田､上花輪､中野台､清水､

堤台､中野台鹿島町､上花輪

新町､清水公園東一丁目～

二丁目､桜の里一丁目～三

丁目､つつみ野一丁目～二

丁目 

野田市総合公園(体

育館) 
野田市清水 958 

04-7125-

1155 
全て 

千葉県立清水高等学校 野田市清水 482 
04-7122-

4581 
全て 

野田市立清水台小学

校 
野田市清水 773 

04-7124-

1191 
全て 

野田市立第一中学校 
野田市野田 829-

1 

04-7122-

5524 
全て 

野田市立中央小学校 野田市野田 611 
04-7122-

2116 
全て 

 

  

大字 指定避難所 所 在 地 電話番号 

浸水時

に利用

できる

階 

目吹､金杉､鶴奉､柳沢､宮

崎、横内､中根､大殿井 

野田市立柳沢小学校 野田市柳沢 139 
04-7124-

6234 
全て 

野田市東部公民館 
野田市鶴奉 

174-4 

04-7122-

4202 
全て 

野田市立東部中学校 野田市目吹 1500 
04-7122-

3015 
全て 

野田市立東部小学校 野田市鶴奉 220 
04-7122-

3004 
全て 

東葛飾教育事務所 

東葛飾研修所 
野田市柳沢 53 

04-7124-

4148 
全て 

野田市文化センター 野田市鶴奉 5-1 
04-7124-

1555 
全て 

野田市立宮崎小学校 野田市宮崎 55 
04-7122-

2362 
全て 

野田市立第二中学校 野田市中根 139 
04-7122-

5534 
全て 

千葉県立野田看護専

門学校 

野田市中根 316

－1 

04-7121-

0222 
全て 

野田､上花輪､中野台､清水､

堤台､中野台鹿島町､上花輪

新町､清水公園東一丁目～

二丁目､桜の里一丁目～三

丁目､つつみ野一丁目～二

丁目 

野田市総合公園(体

育館) 
野田市清水 958 

04-7125-

1155 
全て 

千葉県立清水高等学校 野田市清水 482 
04-7122-

4581 
全て 

野田市立清水台小学

校 
野田市清水 773 

04-7124-

1191 
全て 

野田市立第一中学校 
野田市野田 829-

1 

04-7122-

5524 
全て 

野田市立中央小学校 野田市野田 611 
04-7122-

2116 
全て 
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修  正  前  修  正  後 
４ 指定緊急避難場所・防災関連施設等 

 資料４－２ 備蓄倉庫・備蓄品一覧 

頁 修 正 理 由 

資－６３ 
行政備蓄状況の時点修正するもの 

○備蓄倉庫・備蓄品一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○備蓄倉庫・備蓄品一覧 
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修  正  前  修  正  後 
４ 指定緊急避難場所・防災関連施設等 

 資料４－４ 指定給水場 

 

頁 修 正 理 由 

資－６５ 
所在地を修正するもの 

○指定給水場 
 

地区名 場   所 

中央地区 中央出張所、清水台小学校、第一中学校、第二中学校 

東部地区 東部公民館、中央公民館 

南部地区 南部中学校、南コミュニティセンター、島会館 

北部地区 北コミュニティセンター、七光台小学校、岩木小学校 

川間地区 川間公民館、川間中学校 

福田地区 福田公民館、福田第二小学校 

関宿北部地区 関宿公民館 

関宿中部地区 二川公民館 

関宿南部地区 木間ケ瀬公民館 

その他 

東金野井浄水場    木間ケ瀬浄水場 

上花輪浄水場     桐ケ作配水場 

中根配水場      関宿台町浄水場 

 

耐震性貯水槽の設置場所  岩名二丁目 39番地 川間駅南中央公園内 

三ツ堀 969番地の 347 梅郷５号緑地  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○指定給水場 
 

地区名 場   所 

中央地区 中央出張所、清水台小学校、第一中学校、第二中学校 

東部地区 東部公民館、中央公民館 

南部地区 南部中学校、南コミュニティセンター、島会館 

北部地区 北コミュニティセンター、七光台小学校、岩木小学校 

川間地区 川間公民館、川間中学校 

福田地区 福田公民館、福田第二小学校 

関宿北部地区 関宿公民館 

関宿中部地区 二川公民館 

関宿南部地区 木間ケ瀬公民館 

その他 

東金野井浄水場    木間ケ瀬浄水場 

上花輪浄水場     桐ケ作配水場 

中根配水場      関宿台町浄水場 

 

耐震性貯水槽の設置場所  岩名二丁目 39番地 川間駅南中央公園内 

三ツ堀 988 番地の 38 梅郷５号緑地  
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修  正  前  修  正  後 
資料編 頁  修 正 理 由 

５ 災害救助法・協定等 

 資料５－７ 災害時応援協定一覧（自治体等公共団体） 資－８７ 
  協定の締結状況の時点修正するもの 

 

○災害時応援協定一覧（自治体等公共団体） 

平成29年３月１日現在 

 

市町村

名 

市町村間の 
相互応援協

定名 
協定締結先 

締結 

年月日 
協 定 内 容 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

  

○災害時応援協定一覧（自治体等公共団体） 

平成30年３月１日現在 

 

市町村

名 

市町村間の 
相互応援協

定名 
協定締結先 

締結 

年月日 
協 定 内 容 

（略） （略） （略） （略） （略） 
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修  正  前  修  正  後 
資 料編 頁  修 正 理 由 

５ 災害救助法・協定等 

 資料５－７ 災害時応援協定一覧（民間事業者） 資－９０ 
  防災関係機関の名称変更、追加及び削除するもの 

 
○災害時応援協定一覧（民間事業者） 

平成29年５月31日現在 

  物資協定名 協定締結先 締結 
年月日 協定内容 

物
資
協
定 

（略） （略） （略） 災害時の緊急生活必需物資及び食
料品等の確保 災害時における物資の供給に 

関する協定 

㈱ライフコーポレ

ーション 

H7.4.26 

災害時における応急生活物資 

の供給等に関する協定 

パルシステム千葉 H17.4.26 

災害時における防災活動協力 

に関する協定 

イオンノア店 H18.7.19 活動要員の派遣、活動用資機材の
提供、生活必需物資等を供給、被
災者に対して避難場所、飲料水、
トイレ等の提供等 

（略） （略） （略） （略） 

災害時における応急生活物資 

等の供給に関する協定 

千葉県LPガス協 

会野田支部 

H22.1.20 応急生活物資等（ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ、ｺﾝ 

ﾛ、炊飯器など）の優先供給 

災害時における救援物資提供 

に関する協定 

ｺｶ･ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

株式会社 

H22.2.26 情報提供・災害対応型自動販売機 

内飲料水の無償提供 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 

 

  
○災害時応援協定一覧（民間事業者） 

平成30年３月１日現在 

  物資協定名 協定締結先 締結 
年月日 協定内容 

物
資
協
定 

（略） （略） （略） 災害時の緊急生活必需物資及び食
料品等の確保 災害時における物資の供給に 

関する協定 

株式会社ライフコ 
ーポレーション 

H7.4.26 

災害時における応急生活物資 

の供給等に関する協定 

生活協同組合  
パルシステム千葉 

H17.4.26 

災害時における防災活動協力 

に関する協定 

イオンリテール 
株式会社 
イオンノア店 

H18.7.19 活動要員の派遣、活動用資機材の
提供、生活必需物資等を供給、被
災者に対して避難場所、飲料水、
トイレ等の提供等 

（略） （略） （略） （略） 

災害時における応急生活物資 

等の供給に関する協定 

一般社団法人 
千葉県ＬＰガス 
協会野田支部 

H22.1.20 応急生活物資等（ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ、ｺﾝ 

ﾛ、炊飯器など）の優先供給 

災害時における救援物資提供 

に関する協定 

コカ・コーラ ボ 
トラーズジャパン 
株式会社 

H22.2.26 情報提供・災害対応型自動販売機 

内飲料水の無償提供 
災害時におけるレンタル機材 
の提供に関する協定 

株式会社アクティ 
オ 柏営業所 

H25.1.31 災害時におけるレンタル機材の 
優先的な提供(水道事業) 

災害時におけるレンタル機材 
の提供に関する協定 

新光電機株式会社 
野田営業所 

H26.6.1 災害時におけるレンタル機材の 
優先的な提供(水道事業) 

災害時におけるレンタル機材 
の提供に関する協定 

株式会社カナモト H26.6.1 災害時におけるレンタル機材の 
優先的な提供(水道事業) 

（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 

災害時におけるレンタル機材 
の提供に関する協定 

千葉リース工業 
株式会社 
野田営業所 

H29.6.1 
災害時におけるレンタル機材の優 
先的な提供(水道事業) 

災害時における地図製品等の 
供給等に関する協定 

株式会社ゼンリン 
H29.11.21 

住宅地図等の提供 

災害時における福祉用具等物 
資の供給等の協力に関する協 
定 

一般社団法人 
日本福祉用具供 
給協会 

H30.2.16 
災害時の物資(福祉用具、衛生用 
品等)の供給協力 
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修  正  前  修  正  後 
資料編 頁  修 正 理 由 

５ 災害救助法・協定等 

 資料５－７ 災害時応援協定一覧（民間事業者） 資－９０、９１ 
  防災関係機関の名称変更、追加及び削除するもの 

 
 救急救護協定名 協定締結先 締結 

年月日 協定内容 

救
急
救
護
協
定 

災害時の医療救護活動につい 

ての協定書 

野田市医師会 S60.11.9 災害時の医療活動の要請 

災害時の応急救護活動につい 

ての協定書 
千葉県柔道整復師会

野田・流山支部野田

地区 

H11.8.27 医療活動に関する協力 

災害時の歯科医療救護活動に 

ついての協定書 

野田市歯科医師会 H16.8.12 災害時の歯科医療活動の要請 

 

 災害復旧協定名 協定締結先 締結 
年月日 協定内容 

災
害
復
旧
協
定 

（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
災害時における施設応急復旧 
対応等の協力に関する協定 

株式会社東芝 
東関東支店 

H28.12.1 水道施設の災害復旧設備工事等 
に関すること 

 

 相互応援協定名 協定締結先 締結 
年月日 協定内容 

相
互
応
援

協
定 

災害時における野田市と野田

市内郵便局の協力に関する協

定 

野田郵便局 

川間郵便局 

野田市内の簡易郵

便局 

H29.2.17 避難者情報確認シート等の情報の

相互提供及び郵便物の料金免除等 

 

 
 

 救急救護協定名 協定締結先 締結 
年月日 協定内容 

救
急
救
護
協
定 

災害時の医療救護活動につい 

ての協定書 

一般社団法人 

野田市医師会 

S60.11.9 災害時の医療活動の要請 

災害時の応急救護活動につい 

ての協定書 
公益社団法人 

千葉県柔道整復 

師会野田・流山 

支部野田地区 

H11.8.27 医療活動に関する協力 

災害時の歯科医療救護活動に 

ついての協定書 

一般社団法人 

野田市歯科医師会 

H16.8.12 災害時の歯科医療活動の要請 

 

 災害復旧協定名 協定締結先 締結 
年月日 協定内容 

災
害
復
旧
協
定 

（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
災害時における施設応急復旧 
対応等の協力に関する協定 

東芝インフラシ 
ステムズ株式会 
社 東関東支店 

H28.12.1 水道施設の災害復旧設備工事等
に関すること 

災害時の応急復旧業務に関す 
る協定 

横河ソリューショ 
ンサービス株式会 
社 浜野営業所 

H29.4.1 災害時における水道施設の機能回 
復を図るための応急復旧業務 

災害時における施設応急復旧 
対応等の協力に関する協定 

福井電機株式会社 H29.6.1 災害時における水道施設内設備の 
機能確保及び復旧を図るととも 
に、災害の拡大防止と迅速かつ的 
確に復旧対応すること 

 

 相互応援協定名 協定締結先 
締結 
年月日 協定内容 

相
互
応
援
協
定 

災害時における野田市と野田

市内郵便局の協力に関する協

定 

日本郵便株式会社 

野田郵便局 

川間郵便局 

野田市内の簡易郵

便局 

H29.2.17 避難者情報確認シート等の情報の

相互提供及び郵便物の料金免除等 
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修  正  前  修  正  後 

資 料編 頁  修 正 理 由 

５ 災害救助法・協定等 

 資料５－７ 災害時応援協定一覧（民間事業者） 資－９２ 
  防災関係機関の名称変更、追加及び削除するもの 

 

 相互応援協定名 協定締結先 
締結 

年月日 
協定内容 

支
援
協
力
協
定 

    （略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 

 
 

  

 相互応援協定名 協定締結先 
締結 

年月日 
協定内容 

支
援
協
力
協
定 

    （略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 
（略） （略） （略） （略） 

災害時における放送等に関す

る協定 

株式会社ジェイコ

ム東葛葛飾 

株式会社ジェイコ

ムイースト東関東

局 

H29.7.19 災害情報の放送要請 

災害時における理容生活衛生

関係業務の提供に関する協定 

千葉県理容生活衛

生同業組合野田支

部 

H29.8.21 散髪等の理容サービスの提供 

 

 施設利用協定名 協定締結先 
締結 

年月日 
協定内容 

施
設
利
用 

    

災害時における指定避難所等

の施設利用に関する協定 

千葉県立関宿高等

学校 
H27.12.17 災害発生時等の施設利用 

災害時における指定避難所等

の施設利用に関する協定 

千葉県立野田中央

高等学校 
H27.12.17 災害発生時等の施設利用 

災害時における指定避難所等

の施設利用に関する協定 

千葉県立清水高等

学校 
H27.12.17 災害発生時等の施設利用 

災害時における指定避難所等

の施設利用に関する協定 

千葉県立関宿城博

物館 
H28.9.20 災害発生時等の施設利用 

災害時における指定避難所等

の施設利用に関する協定 

学校法人東京理科

大学 
H28.11.1 災害発生時等の施設利用 

災害時における指定避難所等

の施設利用に関する協定 

学校法人千葉武陽

学園 西武台千葉

中学校 西武台千

葉高等学校 

H29.3.8 災害発生時等の施設利用 
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修  正  前  修  正  後 

資料編 頁  修 正 理 由 

６ 風水害・土砂災害 

 資料６－１ 警報・注意報の発令基準一覧 資－９２ 
  気象庁の基準変更に伴うもの 

○警報・注意報発表基準一覧 

平成 26年 10月９日現在 

発表官署 銚子地方気象台 

野田市 

府県予報区 千葉県 
一次細分区域 北西部 
市町村等をまとめた地
域 

東葛飾 

警報 

大雨 
浸水害 雨量基準 平坦地：１時間雨量 60mm 

平坦地以外：１時間雨量 70mm 
土砂災害 土壌雨量指数基準 127 

洪水 

雨量基準 
平坦地：１時間雨量 60mm 
平坦地以外：１時間雨量 70mm 

流域雨量指数基準 － 

複合基準 
平坦地：３時間雨量 50mm かつ 流
域雨量指数 江戸川流域＝５ 

指定河川洪水予報
による基準 

利根川中流部［芽吹橋］、江戸川
［西関宿・野田］ 

暴 風 平均風速 20ｍ/s 
暴風雪 平均風速 20ｍ/s 雪を伴う 
大 雪 降雪の深さ 24 時間降雪の深さ 20cm 
波 浪 有義波高  
高 潮 潮 位  

注意報 

大 雨 
雨量基準 １時間雨量 40 ㎜ 
土壌雨量指数基準 109 

洪 水 

雨量基準 １時間雨量 40 ㎜ 
流域雨量指数基準 － 

複合基準 平坦地：３時間雨量 30mm かつ 流
域雨量指数 江戸川流域＝５ 

指定河川洪水予報 
による基準 

利根川中流部［芽吹橋］，江戸川
［西関宿・野田］ 

強 風 平均風速 13ｍ/s 
風 雪 平均風速 13ｍ/s 雪を伴う 
大 雪 降雪の深さ 24 時間降雪の深さ５cm 
波 浪 有義波高  
高 潮 潮 位  
 雷 落雷等により被害が予測される場合 
融 雪  
濃 霧 視 程 100ｍ 
乾 燥 最小湿度 30％で、実効湿度 60％ 
なだれ  

低 温 

夏季(最低気温）：銚子地方気象台で 16℃以下の日が２日 
以上継続 

冬季(最低気温）：銚子地方気象台で－３℃以下、千葉特 
別地域気象観測所で－５℃以下 

 霜 ４月１日～５月 31 日 最低気温４℃以下 
着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100mm 
 

 ○警報・注意報発表基準一覧 

平成 29年７月７日現在 

発表官署 銚子地方気象台 

野田市 

府県予報区 千葉県 
一次細分区域 北西部 
市町村等をまとめた地
域 

東葛飾 

警報 

大雨 
浸水害 表面雨量指数基準 

20 

土砂災害 土壌雨量指数基準 127 

洪水 

流域雨量指数基準 江川流域＝6.8 
複合基準 江戸川流域＝(10,8.7) 
指定河川洪水予報
による基準 

利根川中流部［芽吹橋］、江戸川
［西関宿・野田］ 

暴 風 平均風速 20ｍ/s 
暴風雪 平均風速 20ｍ/s 雪を伴う 
大 雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 10cm 
波 浪 有義波高  
高 潮 潮 位  

注意報 

大 雨 
表面雨量指数基準 11 
土壌雨量指数基準 109 

洪 水 

流域雨量指数基準 江川流域＝5.4 

複合基準 江戸川流域＝(5,7.8) 
利根川流域＝(5,81.3) 

指定河川洪水予報 
による基準 

利根川中流部［芽吹橋］，江戸川
［西関宿・野田］ 

強 風 平均風速 13ｍ/s 
風 雪 平均風速 13ｍ/s 雪を伴う 
大 雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ５cm 
波 浪 有義波高  
高 潮 潮 位  
 雷 落雷等により被害が予測される場合 
融 雪  
濃 霧 視 程 100ｍ 
乾 燥 最小湿度 30％で、実効湿度 60％ 
なだれ  

低 温 

夏季(最低気温）：銚子地方気象台で 16℃以下の日が２日 
以上継続 

冬季(最低気温）：銚子地方気象台で－３℃以下、千葉特 
別地域気象観測所で－５℃以下 

 霜 ４月１日～５月 31 日 最低気温４℃以下 
着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100mm 
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修  正  前  修  正  後 

資料編 頁  修 正 理 由 

６ 風水害・土砂災害 

 資料６－３ 水防法第１５条第１項に規定する浸水想定区域内及び土砂災

害警戒区域等における要配慮者利用施設 

資－９４、９５ 

 土砂災害警戒区域等指定地における要配慮者利用施設を追記するもの 

保育園・幼稚園 (略) 

 

○高齢者施設 (略) 

 

○障がい者施設 (略) 

 

○その他の施設 (略) 
 

 ○保育園・幼稚園 (略) 

 

○高齢者施設 (略) 

 

○障がい者施設 (略) 

 

○その他の施設 (略) 

 

○土砂災害警戒区域等指定地における要配慮者利用施設 
 

NO 施設名 所在地 

1 野田市老人福祉センター 野田市瀬戸 270 

 



